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文教福祉委員会会議録 

 

令和５年１０月１３日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時２５分閉議（実時間２８１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８６号・令和４年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第８７号・令和４年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８８号・令和４年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８９号・令和４年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算 

１．議案第９３号・令和４年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者兼会計課長 丸 山 尊 司 君 

 教育部長       中   勇 二 君 

  教育部次長     松 川 由 美 君 

  理事兼教育施設課長  稲 本 健 一 君 

  教育政策課長    下 津 恵 美 君 

  学校教育課長    田 北 佳一郎 君 
 
  生涯学習課長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （公民館館長兼務） 
 
 
 健康福祉部長 
            福 本 桂 三 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            田 中 かおり 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            梅 野 展 文 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  こども未来課長   橋 口 伸 一 君 

  生活援護課長    荻 野 賢 志 君 
 
  健康推進課長 
            森 田 克 彦 君 
  （子育て世代包括支援センター所長兼務） 
 

  理事兼健康福祉政策課長 石 本   淳 君 

  国保ねんきん課長  早 川 孝 幸 君 
 
  国保ねんきん課主幹 
            上 野 洋 平 君 
  兼保険税係長 
 

  介護保険課長    草 西 亮 介 君 
 
  介護保険課主幹 
            中 尾 賢 太 君 
  兼介護給付係長 
 

 財務部 

  納税課長      加 来 康 弘 君 

 総務企画部 
 
  泉支所地域振興課長補佐 
            川 部 幸 博 君 
  兼市民福祉係長 
 

                              

○記録担当書記     小 谷   匠 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定刻と

なり定足数に達しておりますので、ただいまか

ら文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２日

の本委員会でも報告いたしましたが、まず、一
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般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の

審査については、「令和４年度における主要な

施策の成果に関する調書」に基づいて、また各

特別会計の歳入の審査については、令和４年度

八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説明

を聴取し、監査委員からの審査意見書も含めた

ところで質疑を行うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 

 そのほかの審査方法については、タブレット

に格納しております資料に基づいて進めさせて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目を１０月１

７日火曜日の予備日に繰り越すことも考えられ

ます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をよろしくお願い

いたします。 

                              

◎議案第８６号・令和４年度八代市一般会計歳

入歳出決算（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本委員

会に付託されております決算議案５件の審査に

入ります。 

 まず、議案第８６号・令和４年度八代市一般

会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題と

し、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第９款・教育費中、教育部関係分

について、教育部から説明を願います。 

○教育部長（中 勇二君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部の中でございます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第８６号・令和４年度八代市

一般会計の決算審査をお願いするに当たりまし

て、まずは、私から当部所管事業について総括

をさせていただきます。着席の上、御説明申し

上げましてよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○教育部長（中 勇二君） 初めに、令和４年

度の決算の状況ですが、教育費等の当部所管事

業分としましては、予算現額４４億３７８１万

４０００円に対しまして、支出済額は４０億９

８７３万１３８円であり、翌年度繰越額１億４

０３１万円を含めました執行率は９５.５％と

なっております。 

 令和４年度も前年度に引き続き、坂本町の復

旧・復興及び新型コロナウイルス感染症対策に

取り組みますとともに、新たに原油価格・物価

高騰対策を実施いたしました。 

 また、第２期八代市まち・ひと・しごと創生

総合戦略や、令和４年２月に策定されました第

２次八代市総合計画第２期基本計画、及びそれ

らを踏まえて策定いたしました第３期八代市教

育振興基本計画に掲げられました目標の実現に

向けて、各種事業に取り組んだところでござい

ます。 

 まず、坂本町の復旧・復興対策といたしまし

ては、特別委員会でも御説明いたしましたが、

みなし仮設等の坂本以外の地域からも通学でき

るよう配慮したルートでのスクールバス運行

や、被災世帯に対する就学援助事業などに取り

組みました。 

 また、地域のコミュニティーの核となる自治

公民館の再建・整備への支援や、災害公営住宅

の建設用地確保のため、２つの社会教育センタ

ーを解体しますとともに、跡地の一部にコミュ

ニティー施設「みんなの家」の整備に取り組み

ました。今後も児童生徒や地域の思いに寄り添

って支援してまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイスル感染症対策といた

しましては、学校における感染防止のため、感
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染予防対策の物品の購入や支援学校のスクール

バスの増便など、学びの保障に向けた環境整備

に取り組みました。 

 また、図書館では、施設利用者の感染防止対

策とともに、デジタルの強みを生かした対策と

して、電子図書館の普及・充実やＩＣタグを利

用した貸出し手続の簡素化等に取り組みまし

た。 

 次に、原油価格・物価高騰対策といたしまし

ては、子育て世代の負担軽減を図るため、学校

給食費の支援を実施いたしました。国の交付金

を活用し、児童生徒１人当たり６０００円の支

援を行いました。 

 続きまして、第２次八代市総合計画第２期基

本計画において、重点戦略に位置づけられまし

た３つの施策について御説明いたします。 

 まず、１点目のＩＣＴ教育日本一を目指し、

学校情報化優良校認定率１００％を達成では、

八代市ＥｄＴｅｃｈ推進計画に沿って、１人１

台のタブレットパソコンの利活用をさらに推進

するため、ＩＣＴ教育推進係を設置するなど体

制づくりを行いますとともに、ＩＣＴ環境のさ

らなる充実や教職員の研修会の実施などに取り

組みました。 

 推進の目標としている学校情報化優良校の認

定も令和５年２月に１００％を達成し、あわせ

て、市としても学校情報化先進地域の認定を受

けることができました。今後もさらに推進を図

ってまいります。 

 次に、２点目の学校トイレ洋式化の推進な

ど、安全・安心で快適な教育環境の整備では、

生活様式の変化や避難所としてのニーズ等も考

慮し、トイレの洋式化を中心に取り組んでいる

ところです。 

 令和４年度は２校の全面改修等を実施しまし

たが、さらに推進するため、令和７年度末の目

標を洋式化率８０％以上に設定し直し、令和２

年度の４１％からの倍増を目指したいと考えて

います。 

 ３点目の人生１００年時代に向けたリカレン

ト教育の支援としましては、リカレント教育、

いわゆる学び直しについて、就労や仕事に役立

つスキルの向上を目指した講座と、本市が推進

しますデジタル社会の実現へ向け、スマホなど

のデジタル端末になじみのない方への支援を行

う講座の２つを実施しています。いずれもニー

ズは高いと感じており、内容の検討を行いなが

ら継続していきたいと考えております。 

 教育委員会では、これらを含めて、第３期八

代市教育振興基本計画に掲げられました目標の

実現を目指しますとともに、教育を取り巻く情

勢の変化にも迅速かつ丁寧に対応しながら、八

代の子供たちの明るい未来の実現に向けて取り

組んでまいりたいと考えておりますので、引き

続き御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上、令和４年度決算における当部所管分の

総括とし、この後、松川教育部次長から主要事

業を説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○教育部次長（松川由美君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部の松川でございます。 

 令和４年度教育部関係の歳出決算について、

私のほうから説明いたします。申し訳ございま

せんが、着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○教育部次長（松川由美君） 決算額等につい

ては、ただいま部長総括で説明がございました

ので、私のほうからは、主要な施策の成果に関

する調書の中から、教育部が所管しております

主な事業について説明いたします。 

 それでは、早速ですけれども、調書の１５１

ページを御覧ください。 

 まず、下段のＩＣＴ授業サポート事業です。

この事業は、ＩＣＴ授業サポーターが学校を巡



 

－4－

回し、教職員へのＩＣＴ機器の操作研修や授業

中の操作補助、また授業における児童生徒への

指導・支援等を行うことにより、学校でのＩＣ

Ｔ活用を推進していくものでございます。 

 決算額は４１８４万３０００円で、主なもの

は、ＩＣＴ教育推進アドバイザーによる教育講

演会実施に要する経費、ＩＣＴ授業サポーター

１０名によるＩＣＴ授業支援委託料及びＩＣＴ

学習支援ツールの使用料でございます。 

 その他特定財源は、ふるさと八代元気づくり

応援基金繰入金２２３９万７０００円でござい

ます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、引き続き児

童生徒及び教職員のサポートを行ってまいりま

す。 

 次、１５３ページ、下段の学校通学関係事業

です。この事業は、遠距離等により通学が困難

な児童生徒に対し、スクールバスの運行や通学

に要する経費の補助を行うことにより、安全・

安心な通学環境を確保するものでございます。 

 スクールバスを運行した学校は、小学校８

校、中学校２校、特別支援学校１校の計１１校

でございまして、特別支援学校では、新型コロ

ナウイルス対策として、３密回避の観点から、

令和３年３月から２台増便して運行しておりま

す。 

 また、遠距離通学補助といたしまして、宮地

小学校及び坂本中学校におきまして、乗合タク

シーの定期券購入に対する補助を、また東陽中

学校においては、自転車購入に対する補助を行

っております。 

 決算額は８５４７万８０００円で、主なもの

は運行業務委託料、運転手分の給料・保険料、

及び車検・修繕料でございます。 

 特定財源は国庫支出金で、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金４９７万５０

００円、学校保健特別対策事業費補助金４９７

万５０００円でございます。 

 翌年度への繰越額５６１万円は、令和５年３

月補正予算の議決をいただきましたスクールバ

スでの子供置き去り防止のための安全装置設置

に係る費用でございます。 

 本市では、全てのスクールバスに設置するこ

とといたしておりましたが、国で設置が義務づ

けられていた特別支援学校のスクールバスは、

今年度８月までに設置を終えております。設置

義務ではない小学校のスクールバスにつきまし

ては、令和６年１月までに完了予定でございま

す。 

 今後の方向性は現行どおりとし、スクールバ

スの安全な運行に努めるとともに、状況の変化

に対応した運営を念頭に置き、必要な通学手段

の確保を行ってまいります。 

 次、１５４ページ、上段の学校等施設整備事

業です。この事業は、小・中・特別支援学校及

び幼稚園の施設について、安全・安心で快適な

教育環境を提供するため、緊急対応が必要な修

繕や機能維持及び向上のための施設整備を行う

ものです。 

 決算額は１億８３９６万３０００円で、小学

校分として８８６３万４０００円、中学校分と

して８２８６万３０００円、特別支援学校分と

して４４２万９０００円、幼稚園分として８０

３万７０００円となっておりまして、主なもの

は調書に記載のとおりでございます。 

 また、特定財源は地方債のほか、その他特定

財源として、日本中央競馬会事業所周辺環境整

備寄附金４２４万３０００円などを活用してお

ります。 

 なお、令和５年度への繰越額７９６０万円

は、令和４年１２月補正予算の議決をいただい

た八千把小学校の３５人学級改修工事及び日奈

久中学校の耐震性受水槽新設工事の分でござい

まして、八千把小学校は３５人学級編制に伴う

教室不足解消のための改修、日奈久中学校は新

たな受水槽を設置し、災害などの緊急時に飲料
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水や消火用水を確保するものです。どちらも現

在工事を行っておりまして、１１月までに完了

する予定でございます。 

 不用額１０２０万円は、設計内容の見直しや

入札残によるものが主な理由でございます。 

 今後の方向性としましては現行どおりとして

おります。 

 学校施設は、その６５％以上が築３０年以上

を経過し、老朽化が進んでおり、大規模な改修

が必要な建物や設備が増加してきています。災

害時には避難所としての多くの方々が避難され

ることも考慮して、誰もが利用しやすい学校施

設とするためのバリアフリー化、省エネ対策と

しての照明器具のＬＥＤ化など、社会的要請に

応える施設整備についても計画的に進めてまい

ります。 

 次に、同じページの下段、学校非構造部材耐

震化事業です。 

 まず、本事業では２か所、資料に誤りがござ

いますので、訂正をお願いいたします。申し訳

ございません。 

 まず１つ目は、中段左側、主要な施策の概要

の欄で、下から４行目に、麦島小非構造部材耐

震改修工事とあります。これの削除をお願いい

たします。 

 それと、もう一つが、同じ欄、一番下の行

に、宮地小学校普通教室棟外壁改修工事とあり

ますが、その後に記載されております、耐震化

事業５８４４、この文言及び数字の削除をお願

いします。申し訳ございません。 

 それでは、事業の説明に入ります。 

 この事業は、地震時における児童生徒等の安

全及び災害時の避難所機能を確保するため、

小・中・特別支援学校、幼稚園の外壁、つり天

井、照明器具、ガラスなどの非構造部材につい

て落下防止対策などを行うものです。 

 令和４年度は、小学校６校、中学校５校、幼

稚園１園について、校舎外壁等劣化状況の調査

点検を行いました。 

 また、令和３年度からの繰越明許費４５３１

万９０００円は、令和４年３月補正予算の議決

をいただきました宮地小学校の外壁改修工事分

で、令和４年１１月で完了しております。 

 決算額は１億７６２万３０００円で、小学校

分で３０８７万７０００円、中学校分で３０４

７万２０００円、幼稚園分で９５万５０００円

となっております。 

 特定財源は国庫支出金、地方債のほか、その

他特定財源は平成２８年熊本地震復興基金繰入

金６２３０万４０００円でございます。 

 不用額２０２万１０００円は、設計内容の見

直しや入札残により、小中学校、幼稚園、計１

２施設の外壁等点検業務委託において１８４万

円不用が生じたことなどが主な理由でございま

す。 

 また、今後の方向性としては現行どおりとし

ております。 

 令和２年度から校舎の外壁調査点検を開始し

ており、今後はその結果に基づく外壁等の非構

造部材耐震化を計画的に進めていくこととして

おります。 

 次に、１５５ページ、上段の学校支援職員配

置事業です。この事業は、学校現場の現状とし

て、教職員だけでは児童生徒の支援や図書館運

営等に関し人的な不足がありますことから、学

校図書館支援員、特別支援教育支援員、生徒指

導支援員などを配置し、きめ細かな教育の推進

を行うものです。 

 令和４年度の支援職員の配置状況は、学校図

書館支援員が２５人、生徒指導支援員７人、特

別支援教育支援員が７０人、看護師５人、幼稚

園保育支援員７人など、合計１２４人でござい

ました。 

 決算額は１億２３５８万９０００円で、主な

ものは、支援員への報酬、期末手当、社会・雇

用保険料などでございます。 
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 特定財源としては、県補助金を活用しており

ます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、今後も学校

の実態を把握した上で、継続して支援員を配置

していきたいと考えております。 

 次に、同じページの下段、学校教材充実事業

です。この事業は、各種学力テストの実施、教

師用教科書、指導書、デジタル教科書の整備等

を行うことによりまして、児童生徒の確かな学

力を育むことを目的とする事業でございます。 

 令和４年度から、授業改善と学力向上を図る

ため、知能テスト、標準学力テストを廃止し、

新たに本市独自の八代市学力・学習状況調査を

４月と１２月の２回実施することといたしまし

た。 

 決算額は１９４０万７０００円で、主なもの

は教師用教科書、指導書、人権教育読本購入、

テスト業務委託などでございます。 

 特定財源は、県支出金及びその他特定財源と

して、八代市学校・子ども教育応援基金繰入金

など２５万円となっております。 

 今後の方向性は現行どおりとし、引き続き児

童生徒一人一人の教育的ニーズや学習状況に応

じたきめ細かな指導につなげていきたいと考え

ております。 

 次に、１５７ページ、下段のＩＣＴ教育推進

事業です。この事業は、国が進めるＧＩＧＡス

クール構想に基づき、児童生徒１人１台のタブ

レット端末整備や校内ネットワークの整備等を

行い、ＩＣＴ教育環境の充実を図っていくもの

でございます。 

 決算額は１億８４０４万７０００円で、主な

ものは、タブレット端末等の情報機器等保守点

検委託、システム使用料リース、大型液晶テレ

ビ購入費等でございます。 

 特定財源は、国県支出金５４６万１０００

円、その他特定財源として、ふるさと八代元気

づくり応援基金繰入金７１４２万円でございま

す。 

 不用額８３６万９０００円は、情報システム

リースの入札残及び中学校電子黒板の購入に当

たり、必要台数の精査から購入台数が減少した

ものでございます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、様々な財源

を活用しながら、効果的なＩＣＴ環境の整備を

進めてまいります。 

 特に、児童生徒用タブレットの更新につきま

しては、文部科学省が、国の令和６年度予算に

概算要求していることが公表されております

が、今後このような国の事業を活用しながら、

計画的な更新を行ってまいります。 

 次に、１５８ページ、上段の学校施設トイレ

改修事業です。この事業は、家庭や公共施設で

のトイレの洋式化が進む中、本市の学校トイレ

の洋便器率が令和２年度現在で４１.０％と、

洋式化が進んでいない状況にあったことから、

トイレの洋式化や給排水管類及び内装の改修を

計画的に進め、学校生活における生活面、健康

面、衛生面について、トイレ環境の改善を図る

ものです。 

 小中学校合わせた決算額は２億３７１９万円

で、小学校分として９５５１万３０００円、中

学校分として１億４１６７万７０００円となっ

ております。 

 その主なものは、植柳小学校９４４５万円、

第一中学校のトイレ改修工事で１億３００３万

６０００円、第三中学校のトイレ改修工事の実

施設計業務委託で５００万５０００円などでご

ざいます。 

 特定財源として、国庫支出金４７１３万２０

００円、地方債１億７７７０万円を活用してお

ります。 

 翌年度への繰越額５５１０万円は、令和４年

１２月に補正予算の議決をいただきました八千

把小学校のトイレ改修工事分でございまして、

今月末までに完了する予定でございます。 



 

－7－

 不用額５５１万円は、設計内容の見直しや入

札残により生じたことが主な理由でございま

す。 

 今後の方向性としては規模拡充としておりま

す。 

 なお、洋便器率につきましては、先月末に文

部科学省から、トイレの洋式化の状況について

ということで、令和５年９月時点の状況が公表

されました。それによりますと、公立小中学校

のトイレの洋便器率は全国平均が６８.３％、

熊本県は６１.２％、八代市は５２.１％となっ

ております。 

 学校施設の老朽化が進む中、トイレの洋式化

は 優先事項と考えておりまして、令和７年度

末の洋便器率８０％を目指し、計画的に取組を

進め、教育環境の改善に努めてまいります。 

 次、その下段、新型コロナウイルス感染症対

策事業（幼稚園端末整備）です。この事業は、

公立幼稚園において、業務の効率化による職員

の事務負担軽減及び教育の質の向上を図るため

実施した事業でございまして、ＩＣＴの導入に

必要な教諭用タブレット端末２４台、Ｗｉ－Ｆ

ｉアクセスポイント３０台を購入しておりま

す。 

 決算額は５０４万２０００円で、特定財源と

して県支出金３７０万２０００円、国庫支出金

１３４万円を活用しております。 

 今後の方向性は終了としておりますが、令和

５年度からは、ＩＣＴ教育推進事業（幼稚園）

と名称を新たにして事業を継続していくことと

したものでございます。早速、さきの９月定例

会で、新たな事業名にて補正予算を議決いただ

きまして、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を実施する予

定でございます。 

 次に、１６０ページ、上段の新型コロナウイ

ルス感染症対策事業（学校給食）です。この事

業は、学校給食を通した新型コロナウイルス感

染症対策として、保護者負担の給食費の減額分

及び学級閉鎖等で発生した廃棄食材の補償を行

ったものでございます。 

 まず、給食費の減額については、コロナ禍に

おいて物価高騰に直面する子育て世帯への生活

支援を目的に、市立幼稚園、小・中・特別支援

学校に在籍する児童生徒等約７８００人分の給

食費を児童生徒１人当たり 大６０００円減額

いたしました。 

 また、食材の補償については、新型コロナウ

イルス感染症の影響により学級閉鎖等が発生

し、給食が不要となり、やむを得ず食材廃棄と

なったものに対し、食材費の補償を行ったもの

でございます。 

 決算額は４７０２万３０００円で、特定財源

として、全額新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を充当しております。 

 今後の方向性は現行どおりとしております。 

 新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢

の影響により、現在も食材等の高騰が続いてお

りますので、令和５年度も、国の交付金等を活

用し、必要な対策を講じてまいります。 

 次、１６１ページ、下段の学校・家庭・地域

の連携協力推進事業です。この事業は、地域の

人材を活用して、地域全体で未来を担う子供た

ちの学びや成長を支える事業で、様々な学校協

力活動、放課後子ども教室及び地域未来塾を実

施しております。 

 令和４年度は、八代市地域学校協働本部の地

域コーディネーターを中心に学校のニーズに対

応した様々な教育活動を継続しつつ、より一層

発展させるために、各学校との情報の共有や連

携を図りながら、協働活動を進めてまいりまし

た。 

 決算額は５１８万４０００円で、主なものは

地域コーディネーターや学習支援員への謝礼で

ございまして、特定財源は、県支出金３２８万

３０００円を活用しています。 

 不用額１４９万９０００円は、新型コロナウ
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イルス感染防止のため、計画していた活動を予

定どおり実施できなかったことに伴う地域コー

ディネーター等に支払う報償費の執行残が主な

ものでございます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、学校や地域

に対する事業の周知・啓発、情報提供のほか、

地域コーディネーターと学校担当者との意見交

換や、退職校長会との連携強化や情報共有を図

ってまいります。 

 また、不登校、別室登校の児童生徒について

は、関係者等の協力を得ながら支援してまいり

ます。 

 次に、１６７ページ、上段の図書館管理運営

事業です。この事業は、生涯学習ニーズに応え

るため、地域の情報センターとして、市民の読

書活動や調査研究活動などを支援し、市民の教

育と文化の発展に寄与するため、図書館資料を

収集、整理、保存し、貸出しまたは閲覧に供す

るとともに、読書活動を推進する事業を行い、

学習活動や文化活動の機会を提供するもので

す。 

 本市には市立図書館本館、せんちょう分館、

かがみ分館の３館がありますが、平成２７年度

から一括して指定管理者制度を導入し、図書館

サービスの充実を図っております。 

 決算額は１億７２３５万４０００円で、主な

ものは、指定管理委託料１億３３８６万１００

０円、新型コロナウイルス感染症対策として、

電子図書コンテンツ使用料、バーコード型ＩＣ

タグ及びＩＣタグ管理システム関連機器の購入

経費など３１３６万９０００円でございます。 

 特定財源は、新型コロナウイルス感染症対策

分の国県支出金が主なものでございます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、各種行事、

読書イベントなど、様々な読書活動に取り組む

とともに、市民に親しまれることはもとより、

市民の生涯学習及び文化活動に寄与できる図書

館として、図書資料を充実し、質の高い図書館

サービスを行ってまいります。 

 次に、その下段、博物館特別展覧会事業で

す。この事業は、市民が優れた芸術作品や貴重

な歴史資料に親しむ機会を提供し、八代の歴史

や文化への理解を深め、郷土への愛情を育むた

め、年４回各展覧会のテーマに合わせて開催し

ているものでございます。 

 決算額は９６４万８０００円で、その主なも

のは、各特別展展示物の運搬料やポスター、チ

ラシの印刷代、監視員の人件費などでございま

す。 

 その他特定財源は、４８８万１０００円の内

訳は、観覧料と図録販売収入合わせて４１８万

８０００円、ふるさと元気づくり応援基金繰入

金が６９万３０００円となっております。 

 令和４年度は、春季展覧会は「こわいもの大

集合 妖怪・幽霊・鬼・地獄」と題し、松井文

庫、福岡市博物館、熊本県立美術館から、我が

国を代表する妖怪・幽霊画の名品を集めて展示

し、観覧者は６５５８人でございました。 

 夏季展覧会では、幅広い世代に美術を見る楽

しみを味わってもらおうと、「ようこそ美術の

森へ いろんな絵 見てみよう」を開催し、博

物館が所有する八代、熊本ゆかりの現代作家の

作品を展示しました。観覧者は２００１人でご

ざいました。 

 秋季展覧会の八代の歴史と文化シリーズ３１

回目となった今回は、八代城築城４００年記念

とし、「町人と百姓の江戸時代 私たちの歴史

がここにある」を開催しました。長年にわたる

資料収集や調査の成果を生かし、これまであま

り取り上げてこなかった町人や百姓に焦点を当

てる画期的な取組となり、観覧者は２２０５

人、来館者満足度は９７％でございました。 

 この秋季では、ふるさと元気づくり応援基金

により、ストロボセットなどの撮影機材を購入

し、撮影した写真を用いて図録作成をし、販売

いたしております。 
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 後に、冬季展覧会では、江戸時代から幕

末、近代にわたる絵画作品を紹介した「知られ

ざる肥後の絵師２０２３」を開催し、作品の魅

力とともに、その時代や文化的背景をひもと

き、観覧者は１７７２人でございました。 

 今後の方向性は現行どおりとし、豊かな生涯

学習活動の推進と郷土八代に対する誇りの醸

成、本市の文化向上のため、引き続き魅力ある

展示を企画していきたいと考えておりますし、

あわせて、ホームページやＳＮＳを利用して、

積極的に情報を発信してまいります。 

 次に、１６８ページ、上段の博物館施設整備

事業です。この事業は、博物館が市民の社会教

育の場として安全で快適な空間を確保し、文化

庁による国宝・重要文化財の公開承認施設とし

ての機能を保持することで、博物館活動を遂行

できるよう施設整備を行うものでございます。 

 令和４年度の決算額は４６３万５０００円

で、その主なものは、令和２年度に実施しまし

た施設劣化度調査の結果に基づき、施設整備機

器の更新などを行う工事の基本設計業務委託料

４５１万円でございます。 

 今後の方向性としては現行どおりとしており

ます。 

 令和５年度は、作成した基本設計を基に実施

設計を作成し、今後施設の長寿命化に向けて計

画的に改修を進めてまいります。 

 続きまして、ただいまの主要施策で説明をい

たしませんでした流用と不用額につきまして、

別冊の一般会計歳入歳出決算書を用いまして、

主なものについて説明いたします。 

 まず、流用についてでございます。 

 決算書の１７９ページを御覧ください。 

 項１・教育総務費、目３・教育サポートセン

ター費の備考欄になります。右端、備考の欄、

上から４行目、０２節・給料より０３節・職員

手当等へ流用４５万５０００円とありますが、

これは人事異動に伴い手当、経費を受給する職

員が配属されたためでございます。 

 次、１８７ページを御覧ください。 

 項６・学校給食費、目１・学校給食費の備考

欄になります。右端、備考の欄、真ん中ぐらい

になりますけれども、１２節・委託料より１０

節・需用費へ流用１４２万８０００円とありま

す。これは、燃料費の高騰により重油代などが

不足したためでございます。 

 次、１９１ページの一番上を御覧ください。 

 項７・社会教育費、目４・図書館費の備考欄

になります。１４節・工事請負費より１２節・

委託料へ流用５０万円とあります。これは、図

書館本館の空調改修工事を行いましたが、その

際、機械室にあった機材を廃棄する必要がござ

いました。その処分経費が不足したため流用し

たものでございます。 

 以上が流用についての説明でございます。 

 続きまして、不用額についてです。不用額に

つきましては、１万円未満は切捨てにて申し上

げます。 

 まず、１７９ページの真ん中から下のほうに

なりますけれども、項２・小学校費、目１・学

校管理費、節１０・需用費の不用額８２７万

円、これは、電気料金の契約を令和４年１０月

から市場連動型に変更しましたことにより、見

込んでいた単価よりも安価になったことが主な

理由でございます。 

 次に、１８３ページの上から２つ目、項３・

中学校費、目１・学校管理費、節１７・備品購

入費の３６２万円、こちらは中学校分の新型コ

ロナ感染症対策に必要な備品購入経費を国の補

助限度額上限で予算化しておりましたが、こち

らについては、令和２年度から継続して整備し

ておりましたため、全額の執行に至らなかった

ことが主な理由でございます。 

 次、１８７ページ、上から９番目、項６・学

校給食費、目１・学校給食費、節１２・委託料

の５８３万円は、給食業務委託等の入札残でご
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ざいます。 

 次に、同じ項・目で、節１８・負担金補助及

び交付金の１７６７万円は、公益財団法人八代

市学校給食会において、正職員の中途退職や臨

時職員募集を行ったものの採用者が少なかった

ことが主な理由でございます。 

 以上が不用額についての説明でございます。 

 以上で、教育部が所管しております決算につ

いての説明とさせていただきます。御審議どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） １５４ページだったと

思うんですけど、非構造部材の事業――すみま

せん、１５４ページ学校非構造部材耐震化事業

ですけど、計画的に進めてもらっているという

のは理解をしてますが、これ、あとどのくらい

の施設が残ってるんですか。 

○理事兼教育施設課長（稲本健一君） 失礼し

ます。委員御質問のですね、どれくらいの施設

が残っているかというところなんですけども、

今外壁の調査のほうを行っております。 

 非構造部材の、まずは説明をさせていただき

たいと思います。非構造部材というのは、構造

体以外というところで、柱、壁、はり以外の部

分です。それで、外壁、もしくは天井、それ

と、あと棚関係も非構造部材に入ります。多岐

にわたります。 

 その中で、生徒がかなり危険な部分につきま

してというところで、天井については２００平

米の大空間、それと高さが６メーター以上の部

分について、文部科学省が推進してきました部

分につきましては、大体整備のほうは――対策

については行ってきているんですが、ただ、今

外壁調査というのを行っております。外壁調査

については、令和２年度から行っておりまし

て、来年度で大体一巡する予定です。ただ、外

壁調査について、老朽化がかなり著しいため、

外壁がかなり劣化しているという状況もありま

す。 

 ただ、今調査をしている中で、すぐ落ちそう

な部分に関しては、打診調査のときにですね、

落とすだけ落としているというところで、今後

計画的にというところでは、今後外壁調査を基

に、劣化具合を見ながら、外壁の改修のほうを

今後行っていきたいというところです。 

 ですから、外壁について、完全に行ったとい

うのは、宮地小学校が近年行っております。た

だ、部分的な校舎部分の１棟だけを行っており

ますので、今後まだ、かなり外壁改修が必要だ

というところで考えておるところです。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 次長から、計画的に進

めていきたいという説明をいただいたところ

で、少し疑問を正直感じたんですよ。避難所で

あって、やっぱり安全とか、子供たちのけがの

ないように安全を確保していくということは大

事なことだなと思いながら、本当に計画的な進

め方でいいのかなと。緊急的にやる必要がある

んじゃないかなというふうな思いを持ったんで

すけど、なかなかこう、取組としても進んでい

ないというようなところも感じられるところ

も、若干あったかなというふうには思います。 

 計画的にというのは理解をしたいと思います

けれども、できる限り早急にですね、緊急的

に、何ていうんですかね、今後の方向性のとこ

ろ、現行どおりということではなくて、できる

だけ早急に終わるように事業の拡大、規模拡

大、拡充というところを選択されるような形で

整備を進めていっていただきたいというふうに

思いますので、要望という形になりますけど、

委員長、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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○委員（橋本徳一郎君） １５１ページ、下の

下段のＩＣＴ授業サポート事業ですね。ＩＣＴ

サポーターが大分活躍されたというのが分かる

んですけども、具体的にいうと、実際入れられ

た際の教員の感想だとか、あと、具体的に、も

う少し具体的なところの活動を教えていただけ

たらと思いますが。 

○委員長（成松由紀夫君） 具体的な活動です

ね。誰が答えますか。 

○教育政策課長（下津恵美君） 教育政策課、

下津です。 

 委員お尋ねのＩＣＴ授業サポート事業の具体

的な活動ですけれども、教員へのＩＣＴ機器の

操作研修や指導、授業開始時のＩＣＴ機器の設

定や授業中の操作補助、ＩＣＴ環境を利用した

授業における児童生徒の支援、学校内のＩＣＴ

機器不具合発生時の対応、ＩＣＴ活用の好事例

について、各小中学校への情報共有、行事等の

オンライン配信支援などを行っております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 設備設定とか、指導

ですね、なかなか慣れるのにも時間かかります

し、実際動かすまでに時間もかなりかかると思

いますので、その点では理解したいと思いま

す。 

 あともう１点、１５５ページ、上段の学校支

援職員配置事業で、こちらも支援員が配置され

てるということで、これもありますけども、こ

ちらのほうもですね、支援員ということで、実

際の授業には携わるということではないんです

けど、この成果がどういったものかなという、

実際の教職員の感想だとか、そういったものを

ちょっと教えていただけたらなと思います。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼しま

す。学校教育課長の田北と申します。 

 支援員について、説明をさせていただきたい

というふうに思います。 

 支援員につきましては、図書館の支援員、そ

れから特別支援教育の支援員、英語支援員、生

徒指導支援員、それから幼稚園の保育支援員な

ど、様々な支援員の方がいらっしゃいます。 

 特に、特別支援教育支援員の仕事につきまし

ては、通常学級で勉強している子供たちの中

に、なかなか一斉授業についていけないような

子供たちがおります。そのような子供たちに、

今こういうところを先生やっているよとか、こ

うしたらどうというような支援をすることで、

なかなかついていけない子供たちのサポートを

行っております。 

 こうすることで、担任の先生は、一人一人個

別にですね、対応しなければいけない部分が、

一斉授業のほうに集中できるというようなこと

がありまして、非常に授業の進行がスムーズに

なるというようなところがございます。 

 それから、子供たちにとってもですね、安心

して学べるということで、非常に先生にとって

も、子供にとってもプラスになっているような

ところでございます。 

 それから、英語の支援員につきましては、小

学校において英語を堪能な先生もいらっしゃる

かもしれません。非常に不安を抱えていらっし

ゃいますので、支援員の先生が授業を直接され

るわけではないんですけれども、アシスタント

として入って、授業のサポートをされますの

で、先生方も不安を非常に解消されて、自信を

持って英語の授業ができる。それから、授業の

教材づくりなんかもお手伝いいただくというこ

とで、これもかなり先生方の負担の軽減につな

がっております。 

 それから、図書館支援員につきましては、図

書室のですね、本の――どうやったら子供の読

書関心が高まるかというようなことで、中身の

飾りつけなども、非常にしていただいています

ので、読書量のアップのほうにつながっている

ようなところでございます。 

 以上、一部ですけれども、紹介させていただ
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きます。 

○委員（橋本徳一郎君） その下のですね、学

校教材充実事業のところで、方針の下のほうに

入りますが、令和４年から知能テスト、標準学

力テストを廃止、独自に学力調査を実施したと

いうふうなことで、学力向上を検討していくと

いうことになっているんですけども、こちらは

どういうふうな形でされているのかと、まだ効

果としては、まだ出ないかもしれないですけ

ど、どういうふうな状態になっているのか教え

ていただきたいと思います。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。学力調査についてですけれども、４月に

全国の学力調査のほうが行われております。こ

れにつきましては、小学校６年生の国語と算

数、中学校３年生の国数英のほうで行われてお

ります。 

 中学校１・２年生については、４月には実施

がありませんので、中学校１・２年生について

は、市の独自の学力調査を同じ時期に実施して

おります。 

 それから、中学校３年生では、国数英に限っ

て全国のほうで調査が行われるんですけれど

も、行われない社会と理科について、これも市

独自の学力調査ということで実施をしておりま

す。 

 要するに、４月につきましては、中学校１・

２・３年生で５教科全て行うということになり

ます。 

 続いて、１２月に、今度は県の学力調査とい

うものが行われております。これにつきまして

は、小学校３年生から中学校２年生までを対象

に行っておりますが、これが、小学校では国語

と算数に限っております。その部分を５・６年

生につきましては、市独自の調査のほうを社会

と理科を加えることで、５・６年生は４教科を

実施となっております。 

 それから、中学校につきましては、県学力調

査が国数英の３教科のみとなっておりますが、

市の学力調査のほう、独自に社会と理科を加え

て、これも５教科の実施としております。 

 それから、小学校２年生につきましては、県

の学力調査が行われておりませんので、市独自

に国語と算数を実施しているところです。 

 それから、学力調査と同時期にですね、ｉ－

ｃｈｅｃｋという子供たちへのアンケート調査

のほうを実施しております。これは、５月と１

２月に２回行うことになっております。これは

家庭での学習の状況の様子ですとか、学校の授

業への参加の様子ですとか、友達関係とか、そ

ういったことを含めたアンケート調査になって

おりますので、各学校において、どういうとこ

ろが子供たちの実態として弱いのかというのを

確認して、それぞれ５月で見つかった課題を１

２月までには改善していくと。また１２月の調

査で見えた課題については、さらに改善を加え

て、また５月では、そのアンケート調査が少し

でもいい結果になるようにということで取組を

進めているところでございます。 

 学力についてですけれども、昨年度４月に行

われました全国の学力調査のほうでは、小学校

も中学校もですね、全教科とも全国平均を下回

る結果ということになりましたが、今年度は、

昨年度の状況よりも少しずつ改善をしつつあり

ます。ただ、まだ全国平均を上回るところまで

は来ておりませんが、特に小学校については、

かなり昨年度よりも全国平均に近づくというよ

うなところで、学力のほうがついてきているか

なというふうに実感しております。 

 さらに、また今度の１２月の県学力調査のほ

うで、これらの取組の結果が出るのではないか

なというふうに期待をしているところでござい

ます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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○委員（橋本隆一君） １５４ページの学校等

施設整備事業なんですけれども、今後の方向性

のところに、学校等施設の老朽化が進む中、大

規模な改善が必要な建物や設備が増加してきて

いるという状況であります。私も幾つか学校を

回る中で、先生とか校長からですね、教室数が

足りないといって、教育委員会に言っても、な

かなか今年は無理ですとか、また、先がちょっ

と見通しが立てませんということをよくお聞き

しますけれども、教室数が足りないとかいった

ことに対しての学校からの要望等というのは上

がってきているのか、また、それに対してどの

ような今後、その対応を図っていかれるのか、

施設整備ということでお答えいただければと思

います。 

○理事兼教育施設課長（稲本健一君） 委員御

質問の教室不足というところでの学校がまずは

あるかというところの内容なんですけれども、

今、八千把小学校を今回改修させていただいた

んですけれども、３５人学級というところで、

４０人学級から３５人学級のほうに移行してお

ります。その中で不足している部分がありまし

た。八千把小学校のほうを行っております。 

 ただ、八千把小学校の生徒さんが、段階的に

上がっていかれますので、八千把小学校のほ

う、改修を行っております。 

 それと今後増えてきていると見込んでいる部

分については千丁校区とか、それと松高校区に

ついてが教室不足というのが、今後なってくる

かというところで、今推移のほうを注視しなが

ら、計画というのも見ているところです。 

 それと学校からの要望というところでいきま

すと、支援学校のほうから、教室不足がという

ところでお話が正直あっております。それにつ

いて、今協議のほうを行っているんですけど

も、今後どういうふうに行うかというところで

は、まず、空いている教室があるんであれば、

そこを使用していただいて、それでも、さらに

不足するようであれば増築、もしくはというよ

うな対応のほうになると思うんですけども、ま

ずは学校と協議をしながら、推移を見ながら、

対応を今後行っていきたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございま

す。 

 今、具体的な学校出ましたけど、支援学校さ

んがですね、やはり非常に困っておられると、

私も聞いておりますので、ぜひですね、その対

応についてはですね、学校とよく協議していた

だいて、先ほど大倉委員も言われましたけど、

規模拡充ということでもですね、特に、失礼で

すけど、令和４年の予算額と決算額を見るなら

ば、決算額のほうが非常にですね、非常に少な

いようでございますので、そういったところが

ちょっとこういうのに充てられないのかなあっ

て、素人判断でそう思ってしまったもんですか

ら、そこら辺で、もし使える予算があればです

ね、少しでもそういったところに入れていただ

ければなというふうに思いました。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） １５８ページかな、の

下段ですけれども、幼稚園にタブレット端末と

かアクセスポイントを購入したとしてあります

けれども、これは、今現在では、この利用と

か、その効果とか、そういうのは把握されてい

るんですか。どんな状況なんでしょうか。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。タブレットにつきましては、かなり以前

から幼稚園のほうから要望が上がっておりまし

た。それまで、タブレットが導入される前まで

は、幼稚園の先生方が自分でお持ちのですね、

スマートフォンなどを利用して、インターネッ

トに接続をして、いろいろ調べ学習をするとか

ということをされておりました。 
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 個人の持ち物でもありますし、通信料のほう

も個人の負担となりますので、小学校や中学校

で入っているようなタブレットを、ぜひ幼稚園

でも導入してほしいということでの要望から、

こういった新型コロナウイルス感染症対策事業

（幼稚園端末整備）に発展したところでござい

ます。 

 実際の使い方としましては、動画を撮影した

り、それから調べ学習でですね、植物の写真を

撮るとその名前が出てきたりとかということも

できます。 

 それから、自動読み上げの機能がありますの

で、幼稚園の子供たちは難しい字とか読めませ

んが、そういった自動でですね、読むような機

能を使って、実際に調べ学習に役立つというよ

うなところがございます。 

 Ｗｉ－Ｆｉ設備のほうが充実しましたので、

園内どこででもＷｉ－Ｆｉにつなぐことができ

るので、非常に使い勝手がよくなったというふ

うに伺っております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（増田一喜君） ちょっと私の勘違いな

んでしょうけれども、タブレットとか、そうい

う器具ちゅうか、それを購入したのは、先生用

のやつですか。要するに、先生が自分の持って

いたのを使って教えてたちゅうから、それを軽

減するために、負担を取り除くために、先生た

ちの持っているやつに、代わりのやつを購入し

たんですか。ということは台数が少ないちゅう

ことですね。 

 小学校なんかが、各自にやったという、購入

したっちゅうのがあったもんだから、あれ、幼

稚園もしたのかなというふうに思ったんですけ

ども、そこはどんなんなんですか。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。小学校、中学校につきましては、１人１

台ということでなっておりますけれども、幼稚

園の子供たちの場合には、自分で全てタブレッ

トを使用してというところまで技術もございま

せんので、基本的には園の先生方にタブレット

を使っていただいて、子供たちと一緒に使って

いただくということですので、各教室にという

ような配置になりますので、園児一人一人にと

いうようなところではございません。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員（増田一喜君） はい、分かりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど橋本徳一郎委員

のほうから質問があった学校支援職員配置事業

のことでお尋ねしたいというふうに思います。 

 効果については、先ほど説明があったので、

理解をしておりますけれども、具体的な特別支

援教育支援員７０人ということになっておりま

すけど、今保護者の方々も地元の学校にです

ね、できるだけ通わせたいなというような思い

が強くあられるというふうには認識していると

ころなんですけども、この７０名という支援員

の数、実際足りてるんでしょうか。その辺りを

聞かせていただきたいと思うんですけど、多分

生徒さん、特別支援を必要とする生徒さんは増

えてきている状況にあるんではないかなという

ふうに思っておりますが、その辺りとの関係を

御説明いただければと思います。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。特別支援教育支援員につきまして、今年

度が７１名ということで、１人増員となってお

ります。 

 委員が心配されておりますように、児童生徒

数がですね、特別支援学級増えているんじゃな

いかなというところですけれども、事実かなり

増えてきているのが現状のところです。 

 令和４年度現在でですね、小学校のほうで４

００名、それから中学校のほうで１９８名とい

うことで、約６００人、特別支援学級の児童生

徒がおられます。 
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 約１０年ほど前と比べるとですね、もう、そ

れこそ倍増しているような状況になっておりま

すので、非常にニーズは高いところでございま

す。 

 ７０名で足りるかといいますと、実際学校の

要望としましては、もうちょっと入れていただ

きたいなという要望はございます。 

 ただ予算の関係等でですね、少しずつ増やし

てはいるんですけれども、現状では、毎年１人

ずつ増員して、現在７１名になっているような

ところでございます。 

 配置につきましては、各学校から希望を取り

まして、学校の要望と、それから現状ですね、

その学級数が何学級なのか、それから子供さん

が何人いらっしゃるのか等を踏まえてですね、

学校教育課のほうで、それぞれの学校に何人割

り当てるということで、やっぱり大変な学校に

は複数名ですし、少ない学校にはお一人とか、

配置をしない学校もございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） 今の学校支援員の職員

の配置の部分について、決算ベースで１億２３

５８万９０００円ですよね。昨年、令和３年度

については１億１８５０万９０００円というふ

うなところになっておるんですが、この５００

万ぐらい増えたというのが、今御説明いただい

た職員が１人増えたから、この５００万ぐらい

増えたのかなというふうなところなんで、そこ

を確認をさせていただきたいのと、あと、不用

額が７６６万７０００円というふうな部分が上

がっているんですけども、この不用額について

の説明をちょっと聞かせていただきたいなと思

います。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 実際です

ね、支援員の勤務の体制のほうが変わってきま

して、午前中４時間勤務で現在、午前中じゃな

いんですけれども、勤務時間のほうが以前の勤

務体制と変わってきたためにですね、それぞれ

の給与体系が少し変わってきております。です

から、その辺りの、これまでのずっとやってき

た分の経費と、それからそれ以後のですね、経

費について少し誤差が生じるというか、差が生

じたためにそのようなことになっております。 

○委員（堀口 晃君） すみません、不用額の

７６６万７０００円の分の説明、ちょっと聞か

せてもらっていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 不用額について、

分かりますか、誰か。 

 そのほかにないですか。なければ、後ほどで

よろしいですか、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

 もう一つ、１５１ページの上段の部分なんで

すけど、これちょっと、次長のほうから説明な

かったんですけど、いじめ対策等推進事業とい

うことで、今回３０８万４０００円ですね、決

算として上がっている。 

 昨年度ですね、令和３年度の分については６

２万５０００円だったということで、５倍ぐら

いになっているところなんですけど、このいじ

め対策等推進事業について、昨年と今年で違う

ところですよね、この増えた経緯。 

 それとですね、ここに説明欄のほうに認知件

数ってあるんですけども、令和３年については

３６２件認知しているというような状況があっ

て、今回令和４年、予算が増えて、しかもその

認知件数が４０１件、４０件ぐらい増えている

という状況ですよね。この辺のところについて

の説明をちょっと聞かせていただきたいなと思

います。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。いじめ対策等推進事業についてですけれ

ども、一番上に書いております八代市学校支援

委員会というものがございます。これにつきま

しては、学校だけでなかなか解決が難しい部分

につきまして、弁護士であるとか、そういった
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外部の方の協力を得て解決を図るようなもので

ございます。 

 これにつきましては、そういう事案が発生し

た場合に、随時開催するものでございますの

で、この辺りにつきましては、年度ごとに学校

からの要望があった分が多ければ回数も増えま

すし、そういう要請がなければ、非常に少なく

なるというようなところで、この辺りでの上下

の変動が一番大きいかなというふうに思ってお

ります。 

 それから、増につきましてですね。それか

ら、増になった大きな一つの理由としまして

は、ｉ－ｃｈｅｃｋというのを、先ほど学力調

査のところで説明をしましたけれども、このア

ンケート調査のほうを導入しまして、それを４

月と１２月のほうに実施をしておりますので、

そのｉ－ｃｈｅｃｋの委託料が新しく発生した

ということで、前年度よりも大きくなっている

ところでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員（堀口 晃君） これは決算ベースで、

認知件数が、令和３年で３６２件、今回令和４

年で４０１件、実際に増えているわけですよ

ね。 

 ｉ－ｃｈｅｃｋという部分で、アンケートを

取られた部分において、このいじめの部分につ

いて、そのｉ－ｃｈｅｃｋで把握できるのかど

うかという、２５８万３０００円をですね、投

入して、このｉ－ｃｈｅｃｋという部分で、果

たしてその効果というのはどうだったのかとい

うような部分のところを、ちょっと聞かせて、

この増えた理由というような部分も含めてです

ね、このｉ－ｃｈｅｃｋがこんだけ効果があり

ましたなんていうようなところがあるならば、

それを聞かせていただければと思うんですけ

ど。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。ｉ－ｃｈｅｃｋにつきましては、アンケ

ートでございますので、それぞれ一人一人ので

すね、クラス内での状況ですとか、そういった

部分の把握にはつながります。 

 また、各学級ごとにレーダーチャートのほう

で、その結果を見ることができますので、そこ

の学級経営がうまくいっているのかどうか、子

供たち同士の関係性とか、そういったものをつ

かむところにはなります。 

 各担任は、自分たちの学級の中で落ち込んで

いるところがあれば、その部分を改善しようと

いうことで、学級経営のほうに生かしていると

ころではございます。 

 それがいじめに直接つながっているかどうか

と言われますと、基本的には、やはり学級経営

がうまくいくと、いじめのほうは減る傾向にご

ざいます。必ずしもｉ－ｃｈｅｃｋをしたから

といって、いじめが減るというようなことは、

断言はできませんけれども、学級経営の改善

は、結果的につながっていくものというふうに

考えております。 

 それから、いじめのアンケートにつきまして

は、県のほうで心のアンケート調査というもの

を県下一斉に行っております。それにつきまし

ては、本人がいじめというふうに感じた場合に

は、いじめという定義になっておりますので、

その辺りで、やはり子供たちが、ちょっとした

友達とのトラブルであっても、いじめと捉える

場合もございますので、その辺りについては、

アンケート結果を基にですね、子供たちの教育

相談を行ったりして、解決には進めているよう

なところでございますので、取組としては、各

学校ではしっかりやられているのかなというふ

うに感じております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員（堀口 晃君） 決算ですから、決算の

部分でお話を聞かせていただきたいと思ってい

るんですけども、令和３年と４年では、やっぱ

り若干、決算のね、金額が大きくなっている状
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況の中においてですね、 初の目的というの

は、このいじめをなくしていこうというのが、

多分目的だったんだろうと思うんですよね。そ

の目的に向かって、今度ｉ－ｃｈｅｃｋをする

ならば、ある程度下がってくるんじゃないかと

いう、こんな臆測の下でやられて、結果的に令

和３年度と令和４年度では４０人ぐらい増えて

いるという部分がありますけども、この増えた

要因については、何か執行部のほうで把握され

ている部分がございますか。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。委員お尋ねのですね、その４０人増えた

要因はというところ、その辺りの細かいところ

までは残念ながら把握ができていないようなと

ころですけれども、必ず、この調査ではです

ね、いじめが解消されたかどうかというところ

が大事になってくるというふうに、私どもは考

えております。 

 いじめが解消されたかどうかの判断につきま

しては、３か月以降ですね、たっての調査で、

その子供が、引き続きそういったことが行われ

ていないというふうに感じた場合が解消という

ふうに捉えております。 

 その解消がきちっと行われることが一番大事

だと考えておりますので、その点について、各

学校でしっかりと子供たちに寄り添う対応をし

てくださいというふうに、日々お願いしている

ところでございます。 

○委員（堀口 晃君） ぜひですね、その辺の

ところは把握してないということではなくて、

なぜ増えたのか、その要因についてはしっかり

把握していただきたいなと思うんですけども、

あと、解消されたかどうかというふうな部分

は、もちろんそうだろうと思います。３か月間

何もなかったならば、これはいい。４０１件の

認知があって、解消された部分がどのくらいあ

るかというのも、これも把握されていないとい

うことになりますよね。 

 ですから、私が言いたいのは、少なくともこ

ういう予算をつけてするわけですから、決算が

こんだけあって、令和３年と４年、比べたとき

にどうなのか。やっぱり少しでも、このいじめ

対策等推進事業がね、子供たちの安心・安全、

いじめがなくなる、少なくなってくるという現

状があるならばオーケーだろうと思うんですけ

ども、その辺のところの把握も含めて、ぜひ今

後頑張っていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） この際、議案第８

６号について、委員として質疑をしたいので、

暫時副委員長と交代いたします。 

（正副委員長 交代） 

○副委員長（北園武弘君） それでは、暫時委

員長の職務を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員（成松由紀夫君） ３点質問をさせてい

ただきたいんですが、まずは、ページ１６１の

人権教育事業の地区内人権教育事業のところ

で、解放学習及び小中高生への学習支援謝礼１

０人、１５０万円ですね、これと西宮・上日置

集会所管理経費の１５２万３０００円の内訳。

それと、管理謝礼、この集会所の管理経費の管

理謝礼は、管理者は誰なんですかね。お幾らぐ

らい出てるんですか。 

 内訳ですよ、そんな難しくなくていいから。

この１５０万円と１５２万３０００円。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（髙﨑博文

君） 失礼します。生涯学習課の髙﨑でござい

ます。 

 １５０万円、地区内人権教育事業につきまし

ては、八代解放子ども会の子供たちへの学習支

援として、人権教育を学校のほうで、主任主担

者で関わっておられる先生が支援されてますの

で、その学習支援としての謝礼を１５０万円執

行しております。 

○委員（成松由紀夫君） それ、誰に幾ら。１
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５万円ずつちゅうことですか。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（髙﨑博文

君） いえ、実績に応じて支払っております。 

○委員（成松由紀夫君） その内訳。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（髙﨑博文

君） １０人への支払いの内訳につきまして

は、ちょっと今資料の持ち合わせがありません

ので、後ほどお答えいたします。 

 それから、西宮・上日置集会所管理経費につ

きましては、この地域のお住まいの方に管理経

費としてお支払いを１５２万３０００円、お一

人の方に……。（委員成松由紀夫君「お一人の

方、誰ですか」と呼ぶ） 

 吉本さんです。 

○委員（成松由紀夫君） 吉本洋一さん。（生

涯学習課長（公民館館長兼務）髙﨑博文君「は

い」と呼ぶ）部落解放同盟の。 

 に１５２万３０００円出てるわけですね。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（髙﨑博文

君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと人権、いろ

いろと八代市は掲げているわけだから、その辺

のちょっと内訳は、せめて出せるような状況

と、あと管理謝礼、消耗品、光熱水費、警備・

清掃委託費って、つらつらと出るかなと思った

ら、お一人の方に１５２万３０００円払ってい

ますというような話なので、ちょっとそこら辺

はですね、考えていただきたいのは、私が言い

たいのはですよ、以前からいろいろ課題として

抱えてきている部分、当然人権問題、同和問題

というのもですね、やらなければいけないとこ

ろはあるものの、近隣の住民の皆さん方のこと

であったり、行政職員の皆さん、学校の先生

方、るる経緯が、プロセスがありますですよ

ね。だから、そういったところも含めて、しっ

かりと考えていただきたいなと。 

 後ほど資料が出てこようかと思いますので、

そのときお話をさせていただければと思いま

す。 

 あと２点がですね、ページ１５５、ちょっと

かぶってるんですけども、学校支援職員配置事

業と学校教材充実事業というところなんです

が、先ほどるる話が出て、支援員の皆さん方

等々、合計１２４人で１億２３５８万円という

ようなことなんですが、授業をされない支援員

さんで、大変現場の先生方は助かっているとい

うような内容だったかと思います。 

 ただですね、私がちょっと不安に思うのは、

現場の先生方のいろんな話を聞くと、まず、学

校の先生方がそもそも足りてなかったり、それ

と今多岐にわたって諸問題があって、私が感ず

るところ、現場の先生方が疲弊しているという

か、そういった感が否めないなというような思

いもあるんですよね。なので、現在、今いいニ

ュアンスで、そういう答弁しかできないんでし

ょうけども、やはり授業をする先生方とか、そ

してまた、この１億２３５８万円の部分で、先

ほど課長からも予算がというような話があった

んですが、本来は、現行どおりになっているん

ですけども、拡充も含めた、そういった予算面

も含めて、方向性としてあんまりミクロの話じ

ゃなくて、マクロの話もちょっと聞きたいなと

思うんですけど、方向性とその予算も含めて、

どう、今お考えですか。この１億２３５８万円

の数字も含めてですね。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。教職員の人材がなかなか不足しておりま

して、育児休業を取られても、すぐ先生が見つ

からなくてというような状況も続いておりま

す。その分ですね、現場の先生方が非常に苦労

されているというようなところがありまして、

市教育委員会や県のほうでも一生懸命人を探し

ているようなところですけれども、絶対数が足

りないというようなのが、今現状としての課題

としてあります。 

 支援員についてですけれども、今、八代市の
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大きな課題として、やはり不登校の子供さんも

非常に多いというところがございます。教室に

入れずに、別室で学習をする生徒さんもおられ

ます。そういう生徒さんにつきましては、生徒

指導支援員という支援員さんがですね、別室の

学びとかをサポートしているわけですけれど

も、こちらの別室登校、不登校等も増えてきて

おりますので、こちらの支援員を何とかこう、

やっぱり増やして、別室登校の子供たちへのケ

アですとか、または学校にどうしても出てこれ

ない子供たちに対して、タブレットのほうは１

人１台ずつございますので、毎日その支援員の

先生とコミュニケーションをオンラインで取れ

るようにするなどして、学校とのつながりを切

れないようにできないかなというふうに考えて

いるところでございます。 

 その生徒指導支援員の拡充について、まずは

来年度の予算のほうにですね、盛り込んで、何

とかこう、不登校の子供たちが少しでも学校に

戻れるような、そういったアシストができれば

というふうに考えているところでございます。 

○委員（成松由紀夫君） 今のお話が本当だと

思います。もう実際。なので、もう一つにつな

がる話なんですが、その下段のですね、学校教

材充実事業決算額の１９４０万円ということで

あるんですが、そこの中で、先ほど他委員から

もありましたが、令和４年度から云々と、新た

に本市独自の学力・学習状況調査を４月と１２

月の２回実施するというところで、先ほどあり

ましたとおり、全国平均よりも下回っていると

いうようなお話ですが、私もいろいろ、ちょっ

と聞いたところでいくと、かなり下回っている

と。昔はですね、昔の話をあんまりしたらいか

んですけど、八代市が、熊本市と、昔全国一斉

とかありよる頃に、非常に八代市が学力が高か

ったような時代もあったこともありますが、非

常にそこが懸念されるところで、そこがです

よ、全部、じゃあ現場の学校の先生が悪いよう

な風潮すら言う人もおるんですが、そうではな

いと思うんですね。 

 結局、現場の先生方は一生懸命頑張っている

が、多岐にわたってて、保護者、ＰＴＡであっ

たり、地域であったり、いろんなみんなで、オ

ール八代じゃないけど、そういった体制をそも

そも築かんと、これ、もうなかなか難しいんじ

ゃないかなというのが本当の姿のような気がす

っとですけど、先ほどちょっと言われた２回調

査はするとされておりますが、実際、その調査

でどれぐらいの数字が出てきますか。 

 というのが、ほら、一般的にぽんとお尋ねし

たら、なかなか数字が出ないようなシステムに

なっているところもあるじゃないですか。私か

らすれば、単純に出てきてよかと思うとだけ

ど、八代の実情が全部出ます、その調査で。新

たな独自の施策というところで。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼しま

す。学力調査の結果につきましてはですね、ホ

ームページのほうで公開をしておりますので、

八代市の実態のほうは把握できるような形は取

っております。 

 それから、結果のほうが芳しくないんではな

いかというふうなところなんですけれども、こ

の県や国の学力調査といいますのは、今求めら

れている資質・能力が十分備わっているかどう

かを確認するためのテストということで、過去

の、これまで我々が受けていたようなテストと

はちょっとやはり違うような形になってきてお

ります。 

 例えば、数学であれば、単純な計算問題では

なく、文章によって、その中身を問うていくよ

うなところになりますので、単純計算だった

ら、すぐすらすらっと解けるような子供たち

も、この問題は何を問うているのかというのを

しっかり読み取らないと解けないというような

ところがあります。 

 やはり、そういったテストに不慣れな子供た
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ちは、なかなか自分の力を十分発揮できないと

いうところもありますので、そういった過去の

県の学力調査ですとか、全国学力調査の問題に

ですね、そういったものを普通の授業の中でも

活用したりして、そういった問題に対しても解

けるような子供たちの育成にですね、先生方は

非常に今取り組んでいらっしゃいます。 

 ただ、他県でもちょっと問題になっているん

ですが、そういった過去問とか、例題をです

ね、テストの直前に授業を潰して、一斉に訓練

をするような形でやることで、学力を高めてい

るというような自治体もちらほらあるというこ

とで、ある意味それは問題視されているような

ところもございます。 

 そういった行き過ぎた指導ではなく、ちゃん

とした普通の授業の中で学力を高めていくよう

にということで、各学校にはお願いしておりま

す。 

 本市の弱点としましては、非常に行き届いた

授業をベテランの先生方がされております。非

常に、説明がちょっと分かりにくかったら、か

み砕いて一人一人回って、手厚く指導されてい

るんですけれども、逆に、手厚くそういうサポ

ートをすることが、子供たちの自力をつける、

確かにそこの部分でのスキルは身につくんです

けれども、ちょっと手応えのあるところにぶつ

かった場合に、自力で解決する力がなかなか育

ちにくいんではないかなというところで、今、

できるだけ先生方が中心となって授業するもの

を、子供たち自身がグループ活動とかで、どん

どん自分たちでお互い知恵を出しながら解決す

るような、そういった授業スタイルを増やして

くださいということで、いろいろお願いをして

いるところで、少しずつその辺りの授業改善は

図られているというふうに考えております。 

○委員（成松由紀夫君） 今、田北課長がおっ

しゃったところが、本当現場の苦悩と葛藤と思

うんですよね。実際、いみじくも弱点という

か、手厚くし過ぎて、少し自力がというような

話でということで、その前に過去問トレーニン

グやっているところが問題視されて、行き過ぎ

た指導という話もありますけども、逆に、そう

いうところが結構結果を出しててというのがあ

るんですよ。今、全国的に学力低下になってい

る中に、さらに本市がそれを下回っているとい

うようなことを、どうやってこれを上向きに持

っていくかというのは、やはりいろんな試行錯

誤であったり、学校の先生方だけじゃなくて、

やっぱり行政も一体となってですよ、議会も一

緒ですけど、そういったところで、これはそも

そものシステムを変えていくようなことも、本

市独自というネーミングがあったので、ぜひや

っていただきたいなというのと、あと予算の話

はですよ、たまに費用対効果みたいなことを言

う人がいるんだけども、子供たちに対してはで

すね、教育費は未来への投資ですよ。これは結

果なんかね、すぐ出るわけがない。だから、５

年後、１０年後を見たときに、今のうちに今の

子供たちにある程度手厚くというか、真剣に向

き合ってやっていかないと、その子たちが親に

なったときに、また大変な時代になると思うん

ですよね。 

 だから、そういったそもそも論も含めて、ぜ

ひ、今回３点質問しましたが、この１６１ペー

ジも、髙﨑課長、また後ほどいろいろ御指導い

ただきたいと思うが、１５５ページの学校の現

場の件ですね、これについても、しっかりまた

頑張っていただければというふうに思います。 

 質問を終わります。 

○副委員長（北園武弘君） それでは、委員長

の職務を委員長と交代いたします。 

（正副委員長 交代） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で
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質疑を終わります。 

 意見がありましたら、ございませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 私も質問させていた

だきましたけども、学校支援員についてはです

ね、国の予算要求でも、来年度増額というふう

なことも言われてます。それについては、先ほ

どいろいろありましたけども、充実を考えてい

ただきたいと思うんですが、あわせてですね、

意見、さきに言われましたけども、教員数の増

員も、やはり必要かなというふうなことも考え

ます。 

 今の状況だと、学校の教員が、生徒に対して

ゆっくり対応する時間がほとんどないというの

が、よく実情として語られますので、教員数

は、今、先ほど育休の補充要員も確保するのが

大変ということを言われましたけども、やはり

教員を増やすという努力、その下で、子供たち

が楽しく学習する、学習する喜びを持てるよう

な環境をつくっていくということを、第一に考

えていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど質問でも述べま

したけれども、非構造部材の件についてですけ

れども、内容については理解をしたいというふ

うに思いますが、集中的に規模拡充というよう

な今後の対応をですね、図っていただくように

お願いをしておきたいというふうに思います。 

 それから、学校支援職員配置事業につきまし

ても、財務部との掛け合いというようなところ

もあるかもしれませんけども、できるだけ学校

現場の思いが通るようにですね、教育委員会教

育部としても、財務部のほうと掛け合っていた

だくようにお願いをしておきたいというふうに

思います。 

 それから、大きな考え方として、これから当

初予算の編成に向かっていかれると思うんです

けども、一般会計の総額の１割を、できるだけ

教育部のほうで確保していただくようなです

ね、取組を期待したいというふうに思います。 

 これまでも一般質問なんかでも、ずっと我々

述べてきたところでありますけれども、そうい

った点にも期待をしておきたいと思いますの

で、以上、意見として述べさせていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。よろしいですね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上

で、第９款・教育費中、教育部関係分について

を終了いたします。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許します。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。先ほど学校支援職員配置事業についての

不用額についてのお尋ねがありましたけれど

も、それについて説明をさせていただきます。 

 この不用額ですけれども、支援員につきまし

ては、１日当たりの日当というもの、それから

出勤の通勤手当というものがございます。お休

み等ですね、年休等を取得されると、その分の

報酬と通勤手当が不要ということになりますの

で、それぞれの支援員さんがお休みになった部

分の分が残になる部分もあります。 

 それから、途中で退職される方がおられて、

また、次、新たにその分の補充をするわけです

けれども、その間しばらくブランクがあった

り、それから期末手当のほうに、その分が、ま

た金額が変わってきたりということで、年度当

初、全ての勤務をされた場合で計算をしており
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ますので、そういったお休みをされた分、お辞

めになった部分とかでの不用額が発生するよう

なところがございます。 

 ただ、それぞれの支援員トータルでの不用額

ということで７６６万７０００円ということに

なりますので、新たな人員をですね、それぞれ

の支援員で確保するほどの残にはなりませんの

で、なかなか増員というところにはつながらな

いところでございます。 

 以上、説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ここで

午前中の審査の途中でありますが、小会いたし

ます。 

（午前１１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４２分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後１時から再開いたしま

す。よろしくお願いします。 

（午前１１時４２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） 休憩前に引き続

き、文教福祉委員会を再開いたします。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許可します。 

○生涯学習課長（公民館館長兼務）（髙﨑博文

君） 失礼します。生涯学習課の髙﨑でござい

ます。午前中、委員長のほうから御質問いただ

きました人権教育授業について、お答えに誤り

がありましたので、訂正しましておわび申し上

げます。 

 まず１点目です。地区内人権教育授業につい

て、解放学習及び小・中・高生への学習支援謝

礼１５０万円についてでございますが、この学

習支援謝礼については、小・中・高校生等への

学習支援を行います先生方１０人に対する講師

謝礼でございます。 

 それから２点目です。西宮・上日置集会所管

理経費１５２万３０００円について、私のほう

から、お一人の方への支払った経費というふう

にお答えしておりましたが、誤りがありまし

た。 

 内訳としましては、西宮・上日置集会所管理

謝礼として１９万円、消耗品費、光熱水費、修

繕料など需用費として８０万２０００円、電話

料として８万６０００円、消防設備等定期点検

委託料として１５万６０００円、それからコピ

ー賃借料、ＮＨＫ受信料等で２８万９０００

円、合計で１５２万３０００円を管理経費とし

て執行いたしております。 

 大変申し訳ありませんでした。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、第３

款・民生費及び第４款・衛生費中、健康福祉部

関係分について、まず第３款・民生費につい

て、健康福祉部から説明を願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） こんにちは。健康福祉部の福本です。

よろしくお願いします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 令和４年度一般会計歳入歳出決算の認

定をお願いするに当たりまして、健康福祉部が

所管します第３款・民生費及び第４款・衛生費

につきまして、総括を述べさせていただきま

す。 

 まず初めに、新型コロナウイルス感染症関係

です。これまで、本市では、対策本部を中心と

して全庁的に感染防止対策等に取り組んでまい

りましたが、本年５月８日付で５類移行とな

り、本市の対策本部を廃止しております。な

お、ワクチン接種に関しましては、国の方針に

基づき円滑に接種を実施しており、９月２０日
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から秋開始接種を開始しております。 

 市、郡の医師会及び医療機関との連携の下、

今後も市民に対してワクチン接種の有効性や副

反応の状況並びに健康被害救済制度について、

引き続き周知を行ってまいります。 

 また、５類移行後の夏以降、感染者も増加し

ていましたが、現在は少しずつ感染者数も落ち

着いている状況です。引き続き、市民の皆様へ

自主的な感染防止対策をお願いしてまいりま

す。 

 次に、障害者福祉です。 

 障害者の福祉サービス利用者は微増の傾向に

ありますが、ニーズは多様化しています。適正

なサービス提供体制の確保と併せて、相談体制

や情報提供の充実など、関係機関との連携をさ

らに強化していく必要があります。そのため、

来年４月から、相談支援の中核的な役割を担う

基幹相談支援センターの設置に向け、公募によ

る選定を行い、先月に医療法人社団平成会と３

年間の委託契約を交わしたところです。 

 今後は、地域の相談支援の拠点として、セン

ターを中心とした総合的な相談支援業務を実施

してまいります。 

 次に、高齢者福祉です。 

 本市の高齢化率は令和４年度末で前年度と同

率の３４.９％となっているものの、後期高齢

者人口は増加するなど、高齢者を地域や社会で

支える仕組みづくりが喫緊の課題となっていま

す。また、認知症の高齢者のさらなる増加も見

込まれており、令和３年に設置した八代市成年

後見支援センターにおいて、成年後見制度の周

知・啓発や制度の利用に関する相談、市民後見

人の育成等に取り組んでいるところです。 

 また、元気で働く意欲のある高齢者には、生

きがいを持って活躍していただけるよう、シル

バー人材センターの支援や老人クラブの活動支

援などを行っています。 

 今後も高齢者のニーズに応じた多様な支援を

行ってまいります。 

 次に、児童福祉です。 

 本市における出生数は年々減少しており、令

和４年が６８５人で初めて７００人を下回りま

した。一方で、独り親家庭や共働き家庭の増

加、また核家族化や児童虐待など子育て支援の

必要性は高まっており、それぞれの家庭のニー

ズに応じた支援を行っています。その体制強化

として、昨年４月にこども家庭総合支援拠点の

機能を持つ係を新たに設置し、要保護児童対策

等の調整機関として専門的な対応を行っており

ます。そのほかにも、放課後児童クラブの拡充

や保育ＩＣＴシステムの導入支援など、子供た

ちが安全・安心に健やかに成長できるよう、子

育て環境の整備に努めております。 

 また、本市独自の施策として、昨年度からの

出産祝い金の給付、先月からの保育料完全無償

化を実施しており、今後も子育て世代に選ばれ

るまちやつしろを目指して、子育て支援に取り

組んでまいります。 

 次に、生活保護です。 

 生活保護の申請件数は近年は２５０件前後と

横ばいの状態が続いており、令和４年度末の保

護世帯は１４７１世帯で、前年度と比べて８世

帯の増加となっております。生活保護世帯も高

齢化により高齢者世帯が増加しており、さらに

そのうちの９割以上が単身世帯となっておりま

す。 

 また、 低限度の生活を維持できなくなるお

それのある方に対しては、生活困窮者自立支援

事業により就労を支援しております。令和４年

度の就労支援の対象者は２４人で、そのうち就

労につながったのは４人となっており、例年に

比べ就労につながった人が減少しております。

今後も引き続き就労支援を行い、自立を促すと

ともに、生活に困窮する人が適切な支援を受け

られるよう、きめ細かく対応してまいります。 

 後に、保健衛生部門です。 
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 母子保健や歯科保健、また各種予防接種やが

ん検診など様々な保健事業を通じて、子供から

高齢者まであらゆる世代の健康保持増進に取り

組みました。 

 母子保健事業では、安心して子供を産み育て

ることができるように、妊娠期から出産まで、

子育てにおける切れ目のない伴走型の支援を強

化し、出産や子育ての不安や悩みの解消に取り

組んでいます。 

 また、健診事業では、各種がん検診の受診率

は、新型コロナウイルス感染症による受診控え

が影響し、コロナ禍前の受診率には戻っていな

い状況です。 

 今後も、健診による病気の早期発見や予防的

効果について多様な手段で周知・啓発を強化す

るとともに、職員が作成したオリジナルキャラ

クターを活用して、様々な世代に健康情報の発

信や健診の必要性をＰＲする取組を行ってまい

ります。 

 健康福祉部各課の事業はそれぞれに関連があ

り、連携・協働することでさらなる市民福祉の

向上につながるものと考えております。今後も

部内はもとより、各関係機関との連携を強化

し、誰もがいきいきと暮らせるまちを目指して

一体的に取り組んでまいります。 

 以上、健康福祉部長としての総括をいたしま

す。 

 それでは、議案第８６号・令和４年度八代市

一般会計歳入歳出決算、第３款・民生費を田中

健康福祉部次長が、また、第４款・衛生費のう

ち健康福祉部所管分については梅野健康福祉部

次長が説明しますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（田

中かおり君） こんにちは。田中です。よろし

くお願いいたします。 

 失礼して、着座にて説明いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（田

中かおり君） 令和４年度一般会計歳入歳出決

算のうち、歳出における民生費につきまして、

令和４年度における主要な施策の成果に関する

調書（その１）及び令和４年度八代市一般会計

歳入歳出決算書を用いて説明いたします。 

 それでは、調書の１１ページをお願いいたし

ます。 

 上の表で、款３・民生費の行を御覧くださ

い。 

 中央の列、支出済額は２５２億３４４０万円

で、その２つ右の執行率は９４.３％、その

右、全体の中での構成比は３７.３％です。前

年度と比較しますと、一番右の列になります。

マイナス２３億２８９４万５０００円、８.

４％の減となっております。これは主に前年

度、新型コロナウイルス感染症対策として、住

民税非課税世帯や子育て世帯への生活支援を行

った住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給

付事業及び子育て世帯臨時特別給付金給付事業

の終了などによるものです。 

 それでは、民生費における主な予算の執行状

況につきまして説明いたします。 

 まず、民生費中の社会福祉費関係の事業でご

ざいます。 

 調書の４２ページをお願いいたします。 

 上の表、生活困窮者自立支援事業です。 

 この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき

平成２７年度から実施しているもので、事業の

実施に当たっては、直営のほか八代市社会福祉

協議会等に委託しています。 

 経済的に困窮し 低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある方に対し状況に

応じた支援を関係機関と連携して行っており、

生活保護に至る前の救済という意味で、第２の

セーフティネットとなっております。 

 決算額は６８３３万円でございまして、通常

分と新型コロナウイルス感染症対策分がありま
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す。通常分といたしましては、相談を受け、ニ

ーズに応じた支援プランを作成し、関係機関と

連絡調整を行う生活困窮者自立相談支援事業１

６３５万５０００円、離職等により経済的に困

窮し住居を喪失した、または住居を喪失するお

それがある方に一定期間、家賃相当額を支給す

る生活困窮者住居確保給付金５５０万２０００

円、社会との関わりに不安があるなど直ちに就

労が困難な方に対して支援を行う生活困窮者就

労準備支援事業２４２万９０００円、家計再建

に向けた相談を受け支援を行う家計改善支援事

業４２９万３０００円、子供の学習支援や保護

者への進学・助言を行う子どもの学習・生活支

援事業４３１万円などが主なものです。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策分とし

ましては、コロナ禍の影響により収入が減少

し、生活に困窮する世帯に対し、就労による自

立を図るために支給する扶助費、生活困窮者自

立支援金が３２５６万円となっております。 

 特定財源といたしまして、国庫支出金があり

ます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。法の施行以来、相談件数は増

加傾向にあり、今後も事業の周知を図り、生活

困窮者の困窮状態の早期解消に向け、事業を実

施してまいります。 

 次に、４３ページ下の表、シルバー人材セン

ター運営費補助事業です。 

 この事業は、高齢者の経験、能力を生かした

多様な就業機会を確保・提供し、地域社会への

参加を通した生きがいづくり等を図るシルバー

人材センターの事業運営を支援するため、運営

費及び事業費の一部を補助するものです。 

 決算額は２２７９万４０００円で、人件費等

の運営費補助が８７０万円、事業費補助が１３

９０万４０００円となっています。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、高齢者福祉の向上のため、引き続

き、センター事業の運営支援を行ってまいりま

す。 

 次に、４４ページ、上の表、高齢者施設等物

価高騰対策支援金支給事業（重点交付金）で

す。 

 この事業は、コロナ禍における原油価格や電

気・ガス料金等の物価高騰による影響に直面す

る市内の高齢者施設等に対し、事業の安定的な

運営を支援するため、支援金を支給するもので

す。 

 決算額は３８５４万円で、全額が支援給付金

です。内訳としましては、介護老人福祉施設等

の入所系施設が１３３か所で２６７０万円、通

所介護等の通所系施設が９６か所で６４８万

円、訪問介護等の訪問系施設が１３４か所で５

３６万円となっています。 

 不用額の６５３万５０００円の主な理由は、

訪問系施設の一部が支援金の対象外となったこ

とによるものです。 

 今後の方向性は、対象となる施設への給付が

完了したことから、完了としています。 

 次に、４５ページ上の表、社会福祉団体育成

事業です。 

 この事業は、八代市社会福祉協議会に勤務

し、地域福祉事業に従事する事務局の正職員１

７名の人件費を補助するものです。 

 市社会福祉協議会は、本市における地域福祉

推進の中核を担う組織で、ボランティアの育

成、子供や高齢者等の見守り活動などに取り組

んでおります。近年、地域のニーズが高まる

中、採算性が低い事業も多く、寄附金も減少し

ているなど自主財源の確保が難しいことなどか

ら、市民への福祉が継続できるように、財政状

況の安定を図る必要があります。 

 決算額は１億２８１万５０００円で、特定財

源はございません。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、財政的支援を行うこと
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で、引き続き、地域福祉の推進を図ってまいり

ます。 

 次に、４７ページ下の表、重度心身障がい者

医療費助成事業です。 

 この事業は、身体障害者手帳の１級・２級や

療育手帳のＡ１・Ａ２、精神障害者保健福祉手

帳の１級を所持されているなど、重度の心身障

害者や障害児に対して医療費の一部を助成する

ものです。入院では月額２０４０円、入院外で

は月額１０２０円の本人負担額を控除した額を

助成します。 

 決算額は２億１４５９万７０００円で、医療

費助成金２億１２６９万３０００円が主なもの

です。 

 特定財源としまして、２分の１の県支出金が

あります。 

 不用額２０７１万１０００円の主な理由は、

１件当たりの支給単価が見込みを下回ったこと

によるものです。 

 今後の方向性といたしましては、障害者の経

済的な負担軽減と健康維持のため、市による実

施、現行どおりとしています。 

 次に、４８ページ下の表、地域生活支援事業

です。 

 この事業では、障害者の地域生活を支援する

様々な取組を行っており、障害児の保護者等か

らの相談への支援や手話奉仕員の養成・派遣、

障害者等の創作的活動の機会の提供などを行う

必須事業と、地域性を考慮しながら、障害者等

が自立した日常生活や社会生活を営むために必

要な事業を行う任意事業があります。 

 決算額は１億１９９６万円で、必須事業では

２か所の相談支援事業所への委託料１７４６万

４０００円、日常生活用具給付等事業２９２３

万１０００円、４か所の地域活動支援センター

への事業委託料３０７５万９０００円などが主

なものです。また、任意事業では、日中短期入

所と障がい児タイムケアを合わせた日中一時支

援事業２２６９万３０００円などが主なもので

す。 

 特定財源としまして、一部の事業に対し２分

の１の国庫支出金、４分の１の県支出金などが

あります。 

 不用額１５４２万９０００円の主なものは、

日中一時支援事業において、コロナ禍のため、

保護者が利用を控えたり、事業所が受入れを制

限したことなどによるものです。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしており、引き続き、障害者

の利用ニーズを把握しながら、さらなる支援の

充実に取り組みます。 

 次に、４９ページの上の表、障害福祉サービ

ス給付事業です。 

 この事業では、日常生活に必要な支援が受け

られる介護給付と自立した生活に必要な知識や

技術を身につける訓練等給付を行っています。 

 決算額は２８億１８１９万円で、介護給付の

主なものでは、病院において機能訓練や療養上

の管理、看護などが受けられる療養介護が１億

８６４２万９０００円、昼間、施設において入

浴や排せつ、食事の介護などが受けられる生活

介護が９億３２３万３０００円、そのほかに施

設入所支援３億２５６６万６０００円などがあ

ります。 

 また、訓練等給付の中には、一般事業所での

就労は難しいものの、雇用契約を結んで働ける

方に就労の場が提供される、就労継続支援Ａ型

が３億８１１３万円、雇用契約は結ばず、可能

な範囲で就労できる機会が提供される就労継続

支援Ｂ型が４億７６９１万９０００円、そのほ

かにグループホームでの生活支援を受ける共同

生活援助３億２６５２万４０００円が主なもの

です。 

 特定財源としまして、２分の１の国庫支出

金、４分の１の県支出金があります。 

 不用額７５３４万８０００円の主な理由は、
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コロナ禍により利用者が利用を控えたことによ

るものです。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしており、障害者等の意思決

定を尊重する中で、自立や社会参加につながる

よう、今後も就労支援の充実や病院等からの移

行支援に向けた支援に取り組みます。 

 次に、５０ページ上の表、障がい児通所支援

事業です。 

 この事業は、障害児等が将来自立した生活が

送れるよう、日常生活における基本的な動作の

指導や集団生活への適応訓練などを事業所で行

うとともに、保護者に対しても家庭での養育に

ついて支援等を行うものです。 

 決算額は５億６３８２万３０００円で、就学

前の障害児を対象にした児童発達支援１億７１

１８万７０００円、就学している障害児を対象

にした放課後等デイサービス３億４９２５万７

０００円が主なものです。 

 特定財源としまして、２分の１の国庫支出

金、４分の１の県支出金があります。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしておりますが、サービス利用支

給決定児童数は年々増加していることから、今

後も障害の特性に合った教育を提供するととも

に、相談支援体制の充実・強化を図り、保護者

等に対しても一層の支援や助言に取り組んでま

いります。 

 次に、５１ページ上の表、障害福祉サービス

等事業所物価高騰対策支援金支給事業（重点交

付金）です。 

 この事業は、４４ページで御説明した高齢者

施設等物価高騰対策支援金支給事業（重点交付

金）と同様に、物価高騰による影響に直面する

市内の障害者支援施設等に対し、事業の安定的

な運営を支援するため、支援金を支給するもの

です。 

 決算額は９１３万５０００円で、全額が支援

給付金です。 

 内訳としましては、入所系施設が２１か所で

３２５万円、自立訓練等の通所系施設が８３か

所で４８０万５０００円、居宅介護等の訪問系

施設が２７か所で１０８万円となっています。 

 今後の方向性は、対象となる施設への給付が

完了したことから、完了としております。 

 次に、５１ページ下の表、住民税非課税世帯

等への臨時特別給付金給付事業です。 

 この事業は、令和３年度から住民税非課税世

帯等を対象に、１世帯当たり１０万円の臨時特

別給付金を支給しているところですが、国のさ

らなる経済対策により、令和４年度に新たに住

民税非課税となった世帯に対し、１世帯当たり

１０万円の臨時特別給付金を支給するもので

す。 

 決算額は２億１１１８万９０００円で、給付

金２億５３０万円が主なものです。 

 その内訳として、令和３年度事業の繰越分が

６４３０万円、４年度分が１億４１００万円と

なっております。 

 不用額４億３４万３０００円の主な理由は、

コロナ禍や物価高騰の影響による非課税世帯の

家計負担を速やかに軽減することを 優先に考

え、支給対象となる世帯の抽出を市税が確定す

る前の５月に実施し予算化したため、多くの世

帯を見込んだことによるものです。 

 特定財源としまして、１０分の１０の国庫支

出金があります。 

 今後の方向性は、国の指針に基づき、完了と

しております。 

 次に、５２ページ上の表、電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金給付事業です。 

 この事業は、国の物価・賃金・生活総合対策

において、電力・ガス・食料品等の価格高騰に

よる負担増を踏まえ、特に家計への影響が大き

い低所得世帯に対して、１世帯当たり５万円の

給付金を支給するものです。 



 

－28－

 決算額は８億４３２７万７０００円で、給付

金８億３３２５万円が主なものです。 

 不用額１億６３５４万１０００円の主な理由

は、給付金の支給対象となる世帯数について、

予算不足により支給できない事態を避けるた

め、想定より多くの世帯数を見込んでいたこと

によるものです。 

 特定財源としまして、１０分の１０の国庫支

出金があります。 

 今後の方向性は国の指針に基づき、完了とし

ております。 

 以上が、民生費中の社会福祉関係となりま

す。 

 次に、民生費中の児童福祉関係の主な事業で

ございます。 

 ５４ページの下の表をお願いいたします。 

 放課後児童健全育成事業です。 

 この事業は、仕事などにより昼間保護者のい

ない家庭の小学生児童を対象に、放課後等の子

供の安全・安心を確保し、児童の健全育成と保

護者の仕事と子育ての両立を図るもので、放課

後児童クラブ３４か所に対し、事業を委託して

います。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策分とし

て、利用料減免等に対する補助や感染防止のた

めの物品購入経費に対する補助を行っておりま

す。 

 決算額は３億１５５７万７０００円で、児童

クラブ設置事業所への委託料３億２３万６００

０円が主なものです。 

 特定財源として、３分の１の国庫支出金と同

じく３分の１県支出金があります。 

 不用額６１０８万１０００円の主な理由は、

支援員等処遇改善事業において、補助要件を満

たさなかった事業所があったことによるもので

す。 

 今後の方向性は、希望しても利用できなかっ

た待機児童がいることから、利用ニーズが高い

小学校区への新設や増設など計画的に整備を進

めるよう、市による実施、規模拡充としていま

す。 

 次に、５５ページ上の表、病児・病後児保育

事業です。 

 この事業は、病中または病気の回復期にある

児童を施設で預かることにより、保護者の子育

てと就労の両立と児童の健全な育成を支援する

ものです。 

 八代乳児院と八代ひかり福祉会が運営する市

内３施設に加え、八代北部地域医療センターが

運営する施設を定住自立圏共生ビジョンに基づ

き、本市と氷川町とで相互利用しており、延べ

６０１人の利用がありました。 

 決算額は２２９９万１０００円で、委託料２

０５７万３０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、３分の１の国庫支出金と同

じく３分の１の県支出金がございます。 

 不用額４１５万６０００円の主な理由は、利

用者が見込みより少なかったことによるもので

す。 

 今後の方向性は、新型コロナウイルス感染症

の影響により、延べ利用件数は減少しています

が、児童の健全な育成と保護者の就労等を支援

するため、市による実施、現行どおりとしてお

ります。 

 次に、下の表、八代市出産祝い金給付事業で

す。 

 この事業は、出産・子育てに関する経済的負

担を軽減するため、本市で出生した新生児を養

育する者に対し、出産祝い金を給付するもので

す。 

 決算額は３７８９万円で、全額が給付金で

す。 

 その他特定財源として、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金があります。 

 不用額７８４万１０００円の主な理由は、出

生者数が当初の想定数を下回ったことによるも
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のです。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、事業を推進すること

で、子育て世代の負担軽減とともに、本市への

移住・定住促進にもつながることから、制度の

周知を徹底し、今後も継続した給付を行ってま

いります。 

 次に、５６ページ上の表、放課後子ども環境

整備事業です。 

 この事業は、放課後児童クラブの設置促進を

図るため、小学校の余裕教室の改修や必要な設

備の整備等を行うことにより、子供の放課後等

の安全・安心な活動場所を確保するものです。 

 決算額は２２４６万３０００円で、令和３年

度の繰越事業であります、八千把校区のわかみ

やジュニアクラブの改築に係る整備費補助金２

１４９万３０００円が主なものです。 

 特定財源として、国庫支出金及び県支出金が

あります。 

 また、令和４年度に整備を予定しておりまし

た日奈久校区のみずほ学童クラブにつきまして

は、設計変更等により年度内の竣工が困難とな

ったため、整備費補助金２１７９万５０００円

全額を翌年度に繰越しております。 

 今回の施設整備により、新たに１１人の児童

受入れが可能となり、待機児童の解消につなが

っておりますことから、今後も施設整備箇所調

査を行い、待機児童解消に必要な施設整備を行

うこととし、方向性としましては、市による実

施、規模拡充としております。 

 次に、５６ページ下の表、出産・子育て応援

事業です。 

 この事業は、全ての妊婦や子育て世帯が安心

して出産・子育てができるよう、妊娠期から出

産・子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支

援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るととも

に、経済的支援としまして、妊娠届時の面談実

施後に出産応援ギフト５万円を、出産届出から

乳幼児全戸訪問までの面談実施後に子育て応援

ギフト５万円を支給するものです。 

 決算額は７１０７万６０００円で、給付金６

８７０万円が主なものです。 

 特定財源として県支出金があります。 

 不用額３０９６万４０００円の主な理由は、

事業が令和５年２月１５日に開始したことか

ら、申請期間が短く、令和４年度に対象となる

方からの年度内の申請が予定より少なかったこ

とによるものです。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、引き続き、妊婦や子育て世帯の不

安や負担の軽減を図ってまいります。 

 次に、５８ページ上の表、公立保育所運営事

業です。 

 公立保育園１０園について、保育を必要とす

る児童の入所事務を行うとともに、保育を実施

するための管理運営を行っております。 

 決算額は２億９９３５万円で、主なものとし

ましては、会計年度任用職員の報酬等１億５９

５５万９０００円、給食の賄い材料代４２１１

万７０００円、５つの保育園の給食業務委託２

７１２万６０００円、郡築しおかぜ保育園送迎

用駐車場整備などの工事請負費２３２９万２０

００円となっています。 

 特定財源として、県支出金と地方債、保育料

などのその他特定財源があります。 

 不用額２５６２万８０００円の主な理由は、

会計年度任用職員の任用が見込みより少なかっ

たことや、給食業務委託料及び工事請負費の入

札残などによるものです。 

 今後の方向性は、公立保育園は児童の保育や

子育て支援という役割だけでなく、市全体の保

育の質の向上やセーフティネットとしての役割

も求められていることから、市による実施、現

行どおりとしていますが、少子化による入所児

童数の減少をはじめ、多様な保育ニーズへの対

応や施設の老朽化などの状況もあるため、運営
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の効率化や民営化などを検討していきます。 

 次に、５９ページ下の表、私立保育所保育事

業です。 

 保育を必要とする児童の保育を私立保育所に

委託するものです。また、保育士の業務負担を

軽減し、離職防止を図るため、保育補助者の雇

い上げの費用を補助しています。 

 決算額は４０億６４７５万４０００円で、市

内の私立保育所４２園や、氷川町など市外の私

立保育所１３園への保育委託による給付費３９

億６４６７万１０００円が主なものでございま

す。 

 特定財源として、２分の１の国庫支出金、４

分の１などの県支出金と保育料があります。 

 不用額１億６４４１万９０００円の主な理由

は、入所児童が当初見込みより少なかったこと

によるものです。 

 今後の方向性としましては、保護者の子育て

と就労の両立支援のため、重要な事業であるこ

とから、法や国の基準に基づき、引き続き保育

需要に対応するため、市による実施、現行どお

りとしております。 

 次に、６１ページ上の表、幼児教育・保育無

償化事業です。 

 令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償

化により、認可外保育施設等を利用する３歳か

ら５歳までの子供と非課税世帯の３歳未満の子

供の保育料を無料にしており、併せて本市独自

の施策として、国の副食費の免除対象者に含ま

れない第３子以降の子供の副食費を免除してお

ります。その影響により、保育料等の収入が減

った私学助成幼稚園、認可外保育施設、預かり

保育事業を行う施設等を支援するものです。 

 決算額は５５３７万２０００円で、その内訳

は、私学助成幼稚園や認可外保育施設等への施

設等利用給付費３６７２万６０００円、副食費

補助金１８６４万６０００円となります。 

 特定財源として、２分の１の国庫支出金と４

分の１の県支出金、その他特定財源として、ふ

るさと八代元気づくり応援基金繰入金がありま

す。 

 今後の方向性は、保護者の経済的負担軽減に

つながることから、市による実施、現行どおり

としております。 

 次に、下の表、送迎用バス安全装置改修支援

事業です。 

 これは、送迎用バスを運行する保育所等に対

し、子供の置き去り防止のための安全装置の設

置に係る費用を補助するもので、その補助上限

額を保育所については、１台当たり１７万５０

００円、放課後児童クラブについては、１台当

たり８万８０００円に設定しています。 

 決算額は、保育所２園の４台分に対する補助

金７０万円で、特定財源として全額県支出金が

あります。なお、保育所分２２７万５０００

円、児童クラブ分１９０万円の計４１７万５０

００円を翌年度へ繰越しております。 

 今後の方向性としましては、子供たちの安全

な保育環境整備の促進を図る上で重要であるこ

とから、市による実施、現行どおりとしており

ます。 

 次に、６２ページ上の表、新型コロナウイル

ス感染症対策事業（保育所等）です。 

 これは、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、感染拡大防止のために、私立保育所等が物

品を購入する費用に対して補助するとともに、

公立保育園等に物品を購入するものです。ま

た、食材費の価格高騰の影響を受ける中、私立

保育所等に食材費の高騰分を補助し、保護者の

実費負担分を軽減するものです。 

 決算額は３９６２万３０００円で、私立保育

所等への補助金３６７６万５０００円が主なも

のです。 

 特定財源としまして、国庫支出金と県支出金

があります。 

 不用額の主な理由は、給食の質の確保支援事
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業において、物価高騰の影響が少なく、補助対

象外となる施設が複数あったことによるもので

す。 

 今後の方向性は、制度の終了により完了とし

ております。 

 次に、下の表、保育所等物価高騰対策支援金

支給事業（重点交付金）です。 

 この事業は、４４ページと５１ページで御説

明した高齢者施設及び障害福祉サービス等事業

所に対する支援金と同様に、物価高騰の影響に

直面する保育所等に対し支援金を支給するもの

です。 

 決算額は１５２２万円で、私立保育所４２

園、認定こども園５園、地域型保育施設３施

設、幼稚園１園に対する支援給付金です。 

 今後の方向性は、対象となる施設への給付が

完了したことから、完了としています。 

 次に、６３ページ上の表、子育て世帯生活支

援特別給付金給付事業です。 

 これは、国の施策として、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活

を支援するため、臨時特別給付金として、１８

歳までの児童１人当たり１０万円を支給すると

ともに、生活支援特別給付金として、独り親世

帯や１８歳までの児童を養育する非課税世帯に

５万円を給付するものです。 

 決算額は１億８０１４万８０００円で、給付

金１億７６９０万円が主なものです。 

 特定財源として、全額が国庫支出金です。 

 不用額２３６０万３０００円の主な理由は、

受給者数が当初の想定数を下回ったことによる

ものです。 

 今後の方向性は、国の指針により完了として

おります。 

 以上が、民生費中の児童福祉費関係となりま

す。 

 次に、民生費中の生活保護費関係の事業で

す。 

 ６４ページの上の表、生活保護費給付事業で

す。 

 生活困窮者に対し、生活保護費を給付し、

低限度の生活を保障するとともに、就労支援な

どの自立に向けた援助を行っています。 

 決算額は２９億２４２５万９０００円で、衣

食その他日常生活費の給付を行う生活扶助６億

５２７０万７０００円、家賃等の給付を行う住

宅扶助３億６１９０万５０００円、教育費を給

付する教育扶助４９３万７０００円、介護費を

給付する介護扶助１億４８１万３０００円、病

気やけがの治療費を給付する医療扶助１６億７

９１１万６０００円、高校の修学に必要な費用

などを給付する生業扶助１７８万８０００円な

どがあります。 

 なお、特定財源として４分の３の国庫支出金

があります。 

 不用額８８２６万６０００円の主な理由は、

生活扶助、住宅扶助、医療扶助、葬祭扶助、施

設事務費が当初見込みよりも少なかったことに

よるものです。 

 本事業は、生活保護法に基づき、国が生活に

困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に

応じ必要な保護を行うものであることから、今

後の方向性は、市による実施、現行どおりとし

ております。 

 以上が、民生費における主な事業の決算状況

でございます。 

 続きまして、主な不用額及び流用額につきま

して、主な予算の執行状況で触れていないもの

を説明いたします。 

 まず、主な不用額です。 

 決算書の１２１ページをお願いいたします。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費、節２７・繰出金で、１億７８１

２万円の不用額となっております。これは、特

別会計への繰出金の残額でございまして、内訳

としまして、国民健康保険特別会計への繰出金
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の残額２３７７万８０００円、後期高齢者医療

特別会計への繰出金の残額３２０９万６０００

円、介護保険特別会計への繰出金の残額１億２

２２４万６０００円の合計となります。 

 主な理由は、国民健康保険における出産育児

一時金や後期高齢者医療保険料の軽減分を県・

市で負担する保険基盤安定分担金及び介護保険

における保険給付費や要介護認定に係る事務費

がそれぞれ当初の見込みを下回ったことによる

ものでございます。 

 続きまして、主な理由について御説明いたし

ます。 

 同じく１２５ページをお願いいたします。 

 項１・社会福祉費、目３・社会福祉対策費の

備考欄で、節１９・扶助費から節１０・需用費

へ１５８万４０００円を流用しています。これ

は、燃料価格高騰により、総合福祉センター等

の各施設における電気料金が不足したため流用

したものです。 

 次に、その２つ下になります節１９・扶助費

から節２４・積立金へ２５９万７０００円を流

用しています。これは、地域福祉向上のための

給付件数並びに寄附額が想定より多かったこと

に加え、総合福祉センターの空調設備改修工事

における繰越分の財源として、令和３年度に地

域福祉基金から取崩した分について残額が生じ

たことにより、基金への積戻しが必要となった

ため、流用したものです。 

 以上で、民生費の決算につきましての説明と

させていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本隆一君） お尋ねします。 

 この主な取組の中の５４ページのですね、放

課後児童健全育成事業ってございましたが、い

わゆる学童保育だと思いますが、９月の定例会

で私も質問させていただいた経緯があるんです

けれども、夏休みに特化したですね、育成事業

というか見守り上、市に対して、今回は一応ボ

ランティア的な形で鏡町のほうでされたという

ふうに聞いてるんですが、やっぱり保護者等々

からの話を聞くとやっぱり制度としてですね、

こういった事業が必要じゃないかなと思うんで

すが、放課後児童健全育成事業ということで、

制度的に夏休みに特化した事業そのものが放課

後に当たらないので、制度にむらがあるんじゃ

ないかと思うんですが、その辺の認識と今後そ

ういった夏休みに特化した、あるいは春休みも

冬休み等ですね、そういった長期休みに対して

の児童の育成事業、見守り料とかそういったも

のに対しての今後のどのように検討されるのか

ちょっとお聞きしたいなと思います。 

 ちょっと決算で申し訳ないですけども、この

決算をお聞きしてそれをちょっと今後の方向性

として認識したほうがいいかなと思いましてお

聞きしました。 

○こども未来課長（橋口伸一君） こんにち

は。こども未来課の橋口でございます。 

 委員御質問のですね、夏休みに特化した放課

後児童クラブの件でございますが、保護者にで

すね、ニーズ辺りをお聞きしましたところ、確

かにニーズが高いということは承知しておりま

す。ただ、それ以外にもですね、通常の放課後

児童クラブの潜在的な待機児童もおりますこと

から、まずはそちらのほうを拡充しまして、そ

ちらのほうでも夏休みの受入れも可能となって

おりますので、そちらのほうの受入れ体制の充

実のほうも図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） 御検討いただくという

ことでありがたいと思いますが、例えば夏休み

に特化した児童を預かる場合にですね、やっぱ

り事業者の負担ちゅうのが出てくるかと思いま

すので、その際には通常利用している方以外の
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方が夏休みに来た場合に、その人数分に対して

は支援するというですね、そういったところを

御検討いただければなと思いますけども、そう

いうお考えは今のところはなかですか。 

○こども未来課長（橋口伸一君） 他自治体の

状況でありますとかですね、国のほうの支援の

状況あたりも検討いたしまして、その後、そう

いったお声に対して対応ができるか考えたいと

思います。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございま

す。すみません、よろしく御検討いただき、ま

た後で要望させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） 生活保護費給付事業の

件なんですけれども、６４ページですかね。大

ざっぱに言って１人当たり一月幾らぐらいの生

活保護費を支給されているんですか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 生活援護課の

萩野です。 

 委員お尋ねの生活保護の１人当たりの基準額

の程度ということでよろしかったでしょうか。 

 生活保護の基準につきましてはですね、その

方の年齢だったり世帯員の数によって国のほう

で基準が定められてまして、それを積み上げた

額が 終的なその世帯の生活保護の基準額とい

う形にはなりますけれども、端的に言います

と、例えば高齢者のお独り暮らしの方でいきま

すと、おおむね生活扶助額が６万２０００円程

度。これがいわゆる一般的な生活費と言われる

部分と、そのほかに借家にお住まいであれば、

お独り暮らしの方であれば３万３０００円以内

の家賃、そのほかその方の状態に応じてです

ね、例えば障害をお持ちとかそういう方に対し

ては別途障害に対する加算がついたりとか、一

概に１人当たり幾らという決まりじゃありませ

んもので、なかなかちょっとお答えしづらい部

分はありますけれども、今一番多い高齢でお独

り暮らしの方の基準額でいくと、家賃が３万３

０００円とするならばおおむね、その方が全く

の無収入であればですね、大体１０万前後をお

支払いすると。当然、年金とかもらわれてるん

であれば、その年金分をその基準に充てていた

だいて、その１０万円に不足する部分を生活保

護費のほうでお支払いするというような仕組み

になっております。 

 以上、お答えとします。 

○委員（増田一喜君） いつも不思議に思うん

ですよ。生活保護費をもらっている世帯と、こ

の基準額ちゅうんですかね、それにぎりぎり超

しているというところとえらい差があるんじゃ

ないかなという話をよく聞くんですけど、そこ

らあたりはどんなふうになるんですか。私も詳

しいこと分からんから、それちょっとお尋ねし

たいんですけれども。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 委員御指摘の

点につきましては、確かにですね、国民年金を

４０年満額納められたとしても、もらえる国民

年金の金額については生活保護の基準を下回っ

ておるという問題は発生してます。 

 生活保護を利用されるか、されないかについ

てはあくまで本人の御意思によるもので、もら

われる年金で十分生活ができるというふうな判

断の方は受けられないという選択肢をされる方

もいらっしゃいます。ただ、生活保護の基準で

先ほど申しました現金としてお支払いする部分

については先ほど申しましたとおりですけれど

も、そのほか当然、医療費、あとその介護が必

要な方については介護費、そういう部分も発生

してまいりますので、そういうのを含めて、例

えば御自身の収入だけではちょっと生活が困窮

するという場合は、生活保護を御利用していた

だくというような形になるかとは思います。 

 以上、お答えとします。 



 

－34－

○委員（増田一喜君） 分かりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） ５６ページの出産・

子育て応援事業のところで出産祝いとかギフト

とかですね、不用額に予想よりも少なかったと

いうふうな報告されてますけども、具体的にど

のくらいを見込まれてたのかなっていうのを教

えていただきたいんですが。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 健康推進課、森田

でございます。 

 出産・子育て応援事業の給付金でございます

が、令和４年度につきましては、国の補正予算

がつきましてから事業を開始しましたところ、

令和５年の２月１５日に事業を開始しておりま

す。令和４年度の出産についても遡及して支給

することとなりました関係で、その遡及対象者

の方の給付を見込んでおりましたが、令和４年

度の遡及対象者の方の給付率が大体８０％ぐら

いにとどまりましたものですから、残りの２

０％の方については、令和５年度には支出をし

ております。その分が不用額となったものでご

ざいます。 

○委員（橋本徳一郎君） そうなるともう予定

の方には全て支給されたという認識でよろしい

んですか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 遡及対象者の方に

は事業開始から３か月の申請期限ということで

しておりまして、５月１４日までが申請期限で

ございましたが、対象者の方には１名の方を除

いて支給をしております。残りの１名の方につ

いては、現在、海外にお住まいでございますの

で、帰国後に支給する予定にしております。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 決算につきましては認

定をしたいという気持ちでおりますけれども、

現在の物価高に対してですね、国のほうの支援

策という形で４年度出てきておりますけども、

５年度国のほうの支援メニューが出されない場

合については、八代市としてですね、オリジナ

ルの支援を考えていただきたいなというふうに

思います。その点を意見として申し上げておき

たいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本隆一君） 先ほどお尋ねしました

放課後児童健全育成事業ですね、いわゆる学童

保育の中におけるその夏休みに特化した、夏休

み等ですね、冬休み、春休みを含んだ長期休み

期間の受入れに対しての制度設計のですね、放

課後には該当しないと思いますので、その放課

後に該当するような、等の字を入れていただく

か、あるいは特化した事業の名称でされるか、

そういう形での夏休みに児童があぶれないよう

なですね、そういった取組をしていただきます

ように意見を申し上げたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、第３款・

民生費について終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時００分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、第４款・衛生費中、健康福祉部関係分
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について説明を願います。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（梅

野展文君） 皆さんこんにちは。健康福祉部の

梅野でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 失礼いたしまして、着座にて御説明させてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（梅

野展文君） それでは、款４・衛生費の歳出の

うち健康福祉部所管分の主な事業につきまし

て、令和４年度における主要な施策の成果に関

する調書（その１）及び一般会計歳入歳出決算

書を使って御説明をいたします。 

 主要な施策の成果に関する調書の６５ページ

をお願いいたします。 

 まず、６５ページの下の表、千丁健康温泉セ

ンター管理運営事業でございますが、市民の健

康増進と福祉の向上を図るため、温泉施設の運

営と維持管理を実施しております。 

 決算額は４０３２万６０００円で、燃料費１

１１６万９０００円、温泉管理業務委託料１４

６５万２０００円、温泉受付業務委託料６９１

万７０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、温泉入館料などがございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、開館から２７年が経過し施設

の老朽化が進んでおりますことから、今後も修

理等を行い、適切に施設の維持管理を行ってい

くことといたしております。 

 次に、６６ページをお願いいたします。 

 上の表の不妊治療助成事業でございますが、

市民が安心して子供を産み育てることができる

環境づくりを推進するため、不妊治療を受ける

夫婦に対し、不妊治療に係る費用の一部を助成

し、経済的負担の軽減を図るものでございま

す。 

 決算額は２５２万７０００円で、一般不妊治

療に係る助成金１０７万５０００円、特定不妊

治療並びに生殖補助医療に係る助成金１４５万

２０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、県支出金とふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金がございます。 

 不用額の１６４万８０００円は、過去の実績

から申請者数を見込んでおりましたが、令和４

年度から不妊治療が健康保険適用となった影響

等により、例年より申請者が減少し、助成額が

見込みよりも少なくなったことによるものでご

ざいます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、少子化対策として有効な事業

でありますことから、対象者の経済的負担の軽

減のため、事業を継続して実施していくことと

いたしております。 

 次に、同ページの下の表、妊産婦健康支援事

業でございますが、安心して出産、育児ができ

るよう、妊娠の届出をした妊婦に対し、母子健

康手帳の交付や保健指導の実施、また１４回分

の妊婦健診の費用を助成するなど、妊娠期の健

康支援を行っております。 

 決算額は６７９８万８０００円で、県医師会

への妊婦健診委託料６５５０万２０００円、八

代歯科医師会への妊婦歯科健診委託料１２２万

１０００円、里帰り出産等により県外への医療

機関へ妊婦健診を受診された方への妊婦健診助

成金１０３万９０００円が主なものでございま

す。 

 特定財源として県支出金がございます。 

 不用額の８７６万３０００円は、出生数の減

少により妊婦健診の受診件数が当初見込みより

少なかったことによるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、個別の栄養指導を継続すると

ともに、早産防止のため、歯周病等の検査を行

う妊婦歯科健診の受診率向上を図ることとして
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おります。また、母子健康手帳アプリの導入な

ど、ＩＣＴを活用し、妊娠期からの安全・安心

な出産を支援してまいります。 

 次に、６７ページの上の表、乳幼児健康支援

事業でございますが、全ての乳幼児が心身とも

に健やかに育つことができるよう、４か月児健

診などの乳幼児健診や未熟児訪問指導、乳児家

庭全戸訪問などの母子訪問指導等を実施し、支

援を行っております。 

 決算額は１９７７万９０００円で、八代市医

師会及び八代郡医師会への乳幼児健診委託料５

８５万９０００円、乳児家庭全戸訪問事業に従

事する助産師等の会計年度任用職員報酬等９０

２万８０００円が主なものでございます。 

 特定財源として国庫支出金と県支出金がござ

います。 

 不用額１１５万８０００円は、健診における

医師派遣等の調整によるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、年齢に応じた適切な保健指導

や健診内容の充実、関係機関との連携強化によ

り、心身ともに健全な子供の育成に継続して取

り組むこととしております。 

 次に、同ページ下の表のこども医療費助成事

業でございますが、１８歳までの子供の通院、

入院などにかかる医療費の自己負担分を全額助

成することで保護者の経済的負担を軽減し、子

供の健康維持と健全育成を図るものでございま

す。 

 決算額は５億１１８６万５０００円で、医療

費助成４億９８４１万１０００円、熊本県国民

健康保険団体連合会等への審査支払手数料１３

４０万８０００円が主なものでございます。 

 特定財源として、県支出金とふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金などがございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、事業継続により子供が安全・

安心に医療を受けることができる環境整備と保

護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 次に、６８ページ上の表、初期救急医療推進

事業でございますが、夜間や休日における軽度

の突発的な疾患に対応するため、初期救急医療

体制の充実を図るものでございます。 

 決算額は４４３７万１０００円で、夜間にお

ける初期救急医療に対応するため、八代市医師

会立病院内に設置しております夜間急患センタ

ーの運営を八代市医師会に委託する八代市夜間

急患診療業務委託が３５１７万７０００円、ま

た、休日在宅当番医制事務委託といたしまし

て、休日における初期救急医療体制確保のため

の八代市医師会への委託料４５６万７０００

円、同じく八代郡医師会への委託料１８２万１

０００円、 後に記載しております八代歯科医

師会口腔保健センター整備事業に係る同センタ

ーへの外壁改修工事への補助金１７８万４００

０円が主なものでございます。 

 特定財源はございません。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、市民が安心して暮らせる環境

の維持に努めることといたしております。 

 次に、６９ページをお願いいたします。 

 下の表、健康づくり応援ポイント事業でござ

いますが、市民の生活習慣病予防対策として、

健康づくりへの積極的な取組を支援することを

目的として実施しております。 

 決算額は６６万４０００円で、特定健診受診

や対象イベントへの参加等により、目標ポイン

ト数に達した者のうち抽選に当選した方への商

品発送に係る業務委託料６１万円が主なもので

ございます。 

 特定財源として、全額、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金がございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、地域団体や企業への周知を図

るとともに、ポイント付与の場の拡大を推進い

たします。また、スマートフォンを活用した健
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康アプリの導入等を検討し、若い世代がより参

加しやすい環境整備を行うことといたしており

ます。 

 次に、７０ページの上の表、産後ケア事業で

ございますが、産後鬱の予防や新生児への虐待

防止を図り、産後も安心して子育てができるよ

う、産後間もない産婦を対象とした産婦健診の

結果等から、支援が必要な方に対し、心身のケ

アや育児サポート等を行っております。 

 決算額は３９７万円で、医療機関への産婦健

診委託料３００万８０００円、医療機関や助産

所に対する産後ケア事業委託料７０万８０００

円が主なものでございます。 

 特定財源として、国庫支出金がございます。 

 不用額１６１万５０００円は、産婦健診受診

者や産後ケア利用者が当初見込みより少なかっ

たことによるものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、規模拡充としております。産後ケア事業は

対象者の拡充等により利用者の増加につながっ

ており、今後も医療機関等と連携し、産後も安

心して子育てができるよう、妊娠期からの切れ

目ない支援を強化してまいります。 

 次に、７１ページの上の表、各種予防接種事

業でございますが、予防接種法に基づき、感染

のおそれがある疾病の発症や重症化及び蔓延を

予防するため、各種予防接種を実施しておりま

す。 

 決算額は３億４５７３万４０００円で、集団

予防として、乳幼児や児童生徒を対象に実施す

るＡ類疾病の予防接種委託料２億２９７５万

円、個人予防として、高齢者を対象に実施する

Ｂ類疾病の予防接種委託料９７０４万９０００

円が主なものでございます。 

 特定財源として、国庫支出金と県支出金がご

ざいます。 

 不用額４１６４万１０００円は、出生数が減

少したことによる乳幼児の接種者の減少と高齢

者のインフルエンザワクチン接種者が当初見込

みより少なかったことによるものでございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、今後も市民に対して 新の情

報を提供するとともに、効果的な接種勧奨を行

い、接種率の向上を目指すことといたしており

ます。 

 次に、同ページ下の表、新型コロナウイルス

ワクチン接種事業でございますが、予防接種法

に基づく臨時接種として、住民が早期に安全で

安心な接種が受けられる体制を整備するととも

に、接種の実施により、感染症の発症や重症化

を予防し、感染の蔓延を防止するものでござい

ます。 

 決算額は５億８４１３万９０００円で、ワク

チン接種業務委託３億８７９０万５０００円、

集団接種会場設営・運営業務委託５８５８万９

０００円が主なものでございますが、このほか

にも、新型コロナウイルスワクチン接種後の健

康被害に対する給付金２件分、１３万５０００

円がございます。 

 なお、特定財源として国庫支出金と県支出金

等がございます。 

 不用額６３８１万１０００円は、接種の実施

回数の増加に伴い接種者が減少したことによ

り、見込んでいた個別接種の接種費用や集団接

種の経費等が減少したことによるものでござい

ます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、今年度も国の方針等を踏ま

え、安全で安心な接種を実施することといたし

ております。また、来年度以降の接種につきま

しては、国の方針が決まり次第、接種体制等を

検討してまいります。 

 後に、主な流用額につきまして、決算書を

もとに御説明いたします。 

 決算書につきましては、１３４ページから衛
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生費関係分の記載となっておりますが、ここで

は１３７ページをお願いいたします。 

 まず、款４・衛生費、項１・保健衛生費、目

１・保健衛生総務費の備考欄の 後、１３７ペ

ージの一番右上の欄の下から３つ目になります

が、節１９・扶助費から節８・旅費に２６万２

０００円、その下、同じく節１９・扶助費から

節１０・需用費に９０万３０００円を流用いた

しております。この９０万３０００円につきま

しては、千丁健康温泉センター管理運営事業に

おける燃料費高騰に伴う灯油代の不足によるも

のでございます。 

 その下、同じく節１９・扶助費から節２７・

繰出金に２００万８０００円を流用いたしてお

ります。これは、本市泉町五家荘地域に開設し

ております市立の僻地診療所、椎原診療所の医

療事業におきまして、診療収入の減少等に伴

い、診療所特別会計の繰出金に不足が生じたこ

とによるものでございます。 

 続きまして、同じく１３７ページにありま

す、目２・予防費をお願いいたします。 

 備考欄の中ほどの下から４つ目になります

が、節１２・委託料から節１０・需用費に６８

万円、同じく節１２・委託料から節１１・役務

費に５７２万１０００円を流用いたしておりま

す。この５７２万１０００円の流用につきまし

ては、令和４年秋以降に実施された新型コロナ

ウイルスオミクロン株対応ワクチンの追加接種

に伴い、接種券送付用の郵便料に不足が生じた

ことが主な理由でございます。 

 その下、同じく節１２・委託料から節１４・

工事請負費に１２２万４０００円を流用いたし

ております。これは新型コロナウイルスワクチ

ン接種コールセンターとして使用しております

八代市保健センター２階会議室の空調の故障に

伴う取替工事費用の支出によるものでございま

す。 

 後に、同じく節１２・委託料から節２１・

補償・補填及び賠償金に１３万５０００円を流

用いたしております。これは、先ほど申し上げ

ました国の新型コロナウイルスワクチン予防接

種に伴う健康被害への給付金の支出によるもの

でございます。 

 以上、衛生費のうち、健康福祉部所管分の御

説明とさせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） まず１つ、概要の６

９ページの健康づくり応援ポイント事業ですけ

ど、これは抽選っていうふうになったというふ

うに書いてあったんですが、なぜ抽選なんでし

ょうか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 健康づくり応援ポ

イント事業でございますが、健康ポイントにつ

きましては、台紙等を配布し、運動やいろんな

健康づくりの関連講座、また健診等を受診され

るとポイントを付与することになります。５０

０ポイントまたは１０００ポイントをためられ

た方については応募いただくことにしておりま

して、抽選につきましては、５００ポイント以

上の方にはごろよか商品券やペアの温泉券のほ

うを抽選で贈呈することとしております。１０

００ポイント以上の方につきましても同じよう

に、ごろよか商品券、ペアの温泉券等の商品を

贈呈することとしております。 

 参加賞につきましては、台紙のほうを窓口等

に持ってこられた方には、歯ブラシ等の健康用

品のほうを贈呈をさせていただいているところ

です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本隆一君） すみません、今の徳一

郎委員と関連してなんですが、このポイントに
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ついては今後スマートフォンを活用した健康ア

プリということを御検討だと思うんですが、例

えば素人なので申し訳ないんですが、マイナン

バーカードを活用したそういったポイントをつ

けるということはできないのかなと思ったんで

すけども、自分も特定検診でですね、もう６５

歳過ぎてからさせていただいているんですが、

いつも台紙をもらうんですけども、途中でどこ

にやったか分からなくなるんですね。ほとんど

の高齢者の方があらどこやったろかなちゅうと

ころで言われますので、例えば今後、来年です

かね、健康保険証をマイナンバーカードに移行

するならば、それと併せてこの特定検診とかあ

るいはいろんな行事等に参加された方はそのま

まそれがポイント加算になるようなシステムに

できないのかなって思うんで、それは無理なん

ですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） 質疑ですね。 

○委員（橋本隆一君） 質疑です。すみませ

ん。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 健康づくり応援ポ

イント事業のアプリ導入でございますが、現

在、業者等との打合せ等で検討して進めており

ますけれども、アプリを導入するだけの部分

と、委員がおっしゃられましたマイナンバーカ

ードと連携したアプリの導入というのも検討は

進めております。ただ、マイナンバーカードを

導入するアプリにつきましては、費用の面とか

でもちょっと検討が必要になりますので、その

辺りも含めて今後ちょっと検討を進めていきた

いと考えております。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。あり

がとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） ７０ページの下の段、

デジタル医療ＭａａＳの推進事業について、こ

れは今、試験的に実証実験みたいな形でやって

らっしゃる、で、今、患者の利用者数は２７名

というようなことで、令和４年度ですね、あり

ますけども、使われた方の市民の声というかほ

んとに助かったとか何かそういった市民の声と

いう部分はどういうふうに感じてらっしゃるん

か、こういうふうに改善してほしいとかってい

う。 

○委員長（成松由紀夫君） 堀口委員、ちょっ

とこれは令和２年７月豪雨に関する特別委員会

の案件でございますので、こちらではお尋ねが

できないこととなっておりますので、よろしい

でしょうか。 

○委員（堀口 晃君） すみません、はい、あ

りがとうございます。すみませんでした。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） ６５ページ下の千丁

健康温泉センターですね。令和４年度の決算と

いうことなんですけども、利用者数はコロナ禍

も含めて減ってきているいうことなんですが、

今年に関してはもう、ちょっと落雷とかがあっ

て、また施設の改修が必要ということなんです

が、この辺の分の使用見込みとかはどういうふ

うな形になってるのかなと思いまして、確認し

たいと思います。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 健

康福祉政策課、石本でございます。よろしくお

願いいたします。 

 ただいまの御質問は、落雷による被害のその

後ということでよろしかったでしょうか。 

 お答えいたします。 

 去る７月２４日の落雷被害によりまして、現

在、源泉くみ上げポンプのほうが、電源設備の

ほうが故障ということで、くみ上げができない

状況となっておりました。早急にですね、修理

対応いたしまして、現在、修理が完了しており

まして、再開に向けて点検・検査等を行ってお



 

－40－

りまして、来週１７日に開館できればというこ

とで今、準備を進めております。早ければ本

日、ホームページ、インフォカナルのほうで周

知ができればというところで準備をしていると

ころでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 新型コロナのワクチ

ン接種のですね、副反応による健康被害に対す

る補償ということも出ているということなんで

すけど、この副反応自体のケースレポートがど

のくらい出されているかちょっと分かりません

けども、このケースをまとめてですね、それぞ

れのケースを市のほうでまとめて、この状態で

こういう副反応が出た、そういういろんなレポ

ートをまとめていただくことも必要かなという

ふうに思いますので、中にはワクチンそのもの

に対して不快感があるというか誤解があるとい

うこともありますので、その辺をきちんと理解

させるような資料提供が必要かなと思いますの

で、ぜひお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 資料提供。 

○委員（橋本徳一郎君） 市民に対しての資料

提供ということをまとめてもらうというか。 

○委員長（成松由紀夫君） 市民周知も含めて

ですね。 

○委員（橋本徳一郎君） 周知をということで

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 周知をということ

でございます。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８６号・令和４年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分については、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３４分 本会） 

◎議案第８７号・令和４年度八代市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８７号・令和４年度八代市国民

健康保険特別会計歳入歳出決算について、健康

福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 健康福祉部の福本です。よろしくお願

いします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（福本桂

三君） 健康福祉部が所管します令和４年度国

民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、診療

所の４つの特別会計の決算の認定をお願いする

に当たりまして、健康福祉部長としての総括を

述べさせていただきます。 

 まず初めに、国民健康保険特別会計です。 

 令和２年度決算で累積赤字を解消し、令和４

年度決算においては３億５０００万円の基金を

積み立てるなど、黒字を確保することができま

した。これは、平成３０年からの国保の都道府

県化による効果やコロナ禍による受診控えなど

幾つかの要因が重なったことによるものと考え

ております。また、段階的な社会保険の適用拡

大や団塊の世代の後期高齢者医療への移行によ
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り、被保険者数や税収が減少する一方、医療ニ

ーズの高い高齢者の増加や医療の高度化などの

影響により、１人当たりの医療費は増加傾向に

あり、今後も厳しい財政状況が続くことが予想

されます。引き続き、健全な国保財政を維持で

きるよう、ジェネリック医薬品の使用促進やレ

セプト点検などの医療費適正化対策、また特定

健診などの保健事業の推進、収納率の向上等に

取り組んでまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 保険者は熊本県後期高齢者医療広域連合とな

っており、本市では広域連合との事務分担に基

づき、保険料の徴収、各種申請の受付、健康保

持増進事業などを行っております。 

 後期高齢者の数は、制度発足以来、増加傾向

にあり、令和４年度末で２万２８５１人となっ

ております。今後も高齢化の進展により、被保

険者数は年々増加し、それに伴い、医療費の増

加が見込まれます。このため、保健事業と介護

予防の一体的な実施や健診などにより、高齢者

の健康増進を図ってまいります。 

 次に、介護保険特別会計です。 

 令和４年度の決算では、実質収支が約１７億

７０００万円の黒字となるなど、安定した財政

運営が続いております。高齢化の進展により、

要介護等の認定者の微増が想定される中、今後

も高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう、地域包括支援センター

などと連携した介護予防をはじめ、地域包括ケ

アシステムの構築に向けた取組を進めてまいり

ます。 

 後に、診療所特別会計です。 

 本市では、泉地域の下岳地区、五家荘地区に

おいて、３つの僻地診療所を運営しておりま

す。医師不足に伴いまして、県による医師派遣

が平成３年度までとなり、令和４年度からは市

内外の地域医療支援病院などの協力により医師

派遣を行っている状況です。また、地域の人口

減少に伴い、受診者数は年々減少傾向にありま

すが、地域にとっては欠かせない事業であり、

今後も継続して県や医療機関と連携し、医師の

確保や医療体制の整備に努めてまいります。 

 以上、健康福祉部が所管します令和４年度特

別会計決算につきましての健康福祉部長として

の総括といたします。 

 それでは、議案第８７号・八代市国民健康保

険特別会計及び議案第８８号・八代市後期高齢

者医療特別会計を早川国保ねんきん課長が、議

案第８９号・八代市介護保険特別会計を草西介

護保険課長が、議案第９３号・八代市診療所特

別会計を石本理事兼健康福祉政策課長が説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） こんにち

は。国保ねんきん課の早川でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） それで

は、議案第８７号・令和４年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し

上げます。 

 歳入につきましては、令和４年度八代市特別

会計歳入歳出決算書、歳出につきましては、令

和４年度における主要な施策の成果に関する調

書（その２）にて御説明いたします。 

 それでは、成果に関する調書（その２）の１

８４ページをお願いいたします。 

 まずは、国民健康保険特別会計の令和４年度

決算の概略について説明させていただきます。 

 表の左側が歳入、右が歳出となっておりま

す。 

 まず、歳出でございます。 

 第１款・総務費の決算額１億７３４９万２０

００円は、職員の人件費や被保険者証、保険税

算定通知書発行に要する事務費及び国保連合会
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が行う共同処理など、国保に関わる事業の経費

に対する負担金及び本市の国保運営協議会に係

る経費などでございます。 

 第２款・保険給付費の決算額１１４億１０２

３万４０００円は、被保険者の医療費などに係

る保険給付に要した経費で、歳出の約６９％を

占める一番大きな事業でございます。 

 第３款・国民健康保険事業費納付金の決算額

４３億９９９１万５０００円は、県全体の医療

費を補うために、市町村ごとに案分され、熊本

県へ納付するもので、歳出の約２７％を占めて

おります。 

 第４款・共同事業拠出金の決算額７９万５０

００円は、テレビ放送などの国保の広報事業な

ど、国保連合会が行う共同事業経費に対し拠出

するものでございます。 

 第５款・保健事業費の決算額１億２７６２万

７０００円は、特定健診や特定保健指導、人間

ドック・脳ドックなどの疾病予防、レセプト点

検やジェネリック医薬品の普及啓発などの医療

費適正化に係る経費が主なものでございます。 

 第６款・諸支出金の決算額２３７５万９００

０円は、県交付金の超過交付分の返還金及び被

保険者へ保険税の過誤納付分の返還金や還付加

算金が主なものでございます。 

 第８款・基金積立金の決算額３億５０００万

円は、国民健康保険財政の基盤強化及び安定経

営のために、財政調整基金を積み立てたもので

ございます。 

 表の左側をお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 第１款・国民健康保険税の決算額３３億７４

３万９０００円は、被保険者から負担していた

だいている保険税で、歳入の約１９％を占めて

おります。 

 １つ飛ばしまして、第３款・県支出金の決算

額１１６億９４４２万４０００円は、歳出の第

２款・保険給付費のうち医療費に係る分を県が

交付したものや医療費適正化の取組に応じて交

付されるもの、財政面の不均衡を調整するため

に交付するもので、歳入の約６８％を占めてお

ります。 

 第４款・繰入金の決算額１４億３２６３万３

０００円は、国保事業に要します人件費及び事

務費分や低所得世帯の保険税軽減分を公費で補

填する分などを一般会計から繰り入れるもの

で、ほとんどが法定内繰入分でございます。 

 第５款・諸収入の決算額８００４万３０００

円は、滞納した被保険者から納期を過ぎて支払

われた分について加算して徴収された延滞金や

交通事故などの第３者行為によりかかった治療

費を加害者へ請求し、収納されたものが主なも

のでございます。 

 第６款・繰越金の決算額６億９０３４万３０

００円は、前年度の本特別会計決算における余

剰金を翌年度へ繰り入れたものでございます。 

 第７款・国庫支出金の決算額９３万２０００

円は、マイナ保険証リーフレットの作成経費な

どに対して国庫補助を受けた社会保障・税番号

制度システム整備費補助金でございます。 

 この表、左の歳入の決算額の合計（Ａ）は１

７２億８１９万８０００円で、右の歳出の決算

額の合計（Ｂ）は１６４億８５８２万２０００

円でございます。その下にあります歳入歳出差

引額（Ａ）引く（Ｂ）は７億２２３７万７００

０円でございます。 

 なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませ

んので、実質収支額も同額でございます。 

 では次に、歳出の主な事業について御説明さ

せていただきます。 

 １８６ページをお願いいたします。 

 上の表、国民健康保険保険給付費事業でござ

います。 

 この事業は、被保険者の医療費などに係る保

険給付に要した経費でございます。 

 決算額は１１４億１０２３万４０００円で、
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その内訳は、療養給付費（一般）９７億５４６

７万５０００円、療養費（一般）６６７６万６

０００円、高額療養費（一般）１５億１５９６

万１０００円、出産育児一時金３３３７万７０

００円が主なものでございます。 

 不用額の９億８００５万５０００円は、新型

コロナウイルス感染症による受診控えなどの影

響は徐々に解消されたものの、当初の見込みよ

り医療費の伸びが抑えられたことによるもので

ございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としておりますが、１人当たり医療費は年々増

加傾向にありますことから、適正な保険給付を

行うとともに、保健事業や医療費適正化事業に

重点的に取り組み、医療費の適正化に努めてま

いります。 

 その下、医療給付費等納付金事業でございま

す。 

 この事業は、平成３０年度から国保の運営に

おいて県が財政運営の主体となったことに伴

い、県が県全体の医療費給付費を見込んだ上

で、市町村ごとの被保険者数や医療費水準、所

得水準を考慮して決定した納付金を納付するも

のでございます。 

 決算額は４３億９９９１万５０００円でござ

います。その内訳は、医療給付費分納付金（一

般）３１億６６２４万３０００円、後期高齢者

支援金等分納付金（一般）８億５４６５万７０

００円、介護納付金分納付金３億７８３０万８

０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施し

ていくこととしておりますが、医療費が増加し

ますと、この分納金も増加することになります

ので、できるだけ医療費がかからないよう、歳

出におきましては、医療費適正化事業や保健事

業の実施により医療費の抑制に取り組むととも

に、歳入面においては、保険者努力支援制度な

どを活用し、特別交付金の増額に努めてまいり

ます。 

 次に、１８７ページをお願いします。 

 上の表、医療費適正化推進事業でございま

す。 

 この事業は、増大する医療費の抑制のため、

特定健診の受診率向上と糖尿病性腎症重症化予

防に係る取組のほか、医療機関から提出された

診療報酬明細書、レセプトの点検業務の実施、

後発医薬品であるジェネリック医薬品の使用を

促進し医療費適正化を図るものでございます。 

 決算額は１６１３万９０００円で、その内訳

は、健康推進課の会計年度任用職員の管理栄養

士４人の人件費８７９万円、需用費・役務費な

どで２７４万５０００円、国保ねんきん課での

診療報酬明細書点検整理など業務委託で４２５

万３０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市による実施と

しておりますが、特定健診受診率の向上の取組

や医療機関と連携した保健指導を実施するとと

もに、効率的で的確なレセプト点検を実施して

まいります。 

 ジェネリック医薬品の普及促進については、

国の目標値を達成しているが、今後も引き続き

周知啓発を実施し、医療費適正化を図ってまい

ります。 

 次に、下の表、国保保健指導事業でございま

す。 

 この事業は、医療機関の重複受診や頻繁に受

診しておられる被保険者を対象に、保健師が個

別に訪問し、日常生活指導や適正受診に関する

指導を行い、自主的な健康づくりを支援するも

のでございます。 

 決算額２２５万円は、訪問指導を行う会計年

度任用職員の訪問保健師の報酬などに係る経費

が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、感染予防対策を

行った上で可能な限り効果の高い訪問指導を行

うことにより医療費の適正化を図るため、市に
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よる実施、現行どおりとしております。 

 続きまして、１８８ページをお願いします。 

 上の表、疾病予防事業でございます。 

 この事業は、被保険者の疾病の予防と健康の

保持増進を図るとともに、適正受診に関する意

識を高めることで、医療費の適正化を図るもの

でございます。 

 決算額は３１６５万２０００円で、その内訳

は、はり・きゅうマッサージなど助成金６７７

万２０００円、人間ドック・脳ドック助成金１

０６４万円、医療費通知など郵便料４６８万４

０００円、共同電算処理業務委託７４７万６０

００円が主なものでございます。 

 不用額７４８万１０００円は、新型コロナウ

イルス感染症による受診控えなどの影響は徐々

に解消されてはいるものの、はり・きゅう券利

用者件数や人間ドックの受診者が見込みより少

なかったことによるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市による実施と

しており、はり・きゅう券の利用促進に向け、

さらなる制度の周知啓発の取組を行ってまいり

ます。人間ドック・脳ドックにつきましては、

申込実績がある被保険者への勧奨通知の発送や

新規受診者に向けた受診勧奨の取組を行い、疾

病の早期発見、早期治療に結びつける取組を行

い、医療費の適正化を図ります。 

 その下の表、特定健診事業でございます。 

 この事業は、心筋梗塞や脳血管疾患などのリ

スクとなるメタボリックシンドローム該当者及

びその予備群を的確に抽出するために、被保険

者の４０歳から７４歳までに対して特定健診を

実施する事業でございます。 

 決算額は６７３８万６０００円で、特定健診

に係る委託料６５７４万５０００円が主なもの

でございます。 

 不用額の１７６９万１０００円は令和３年度

より増加傾向にあるが、コロナ感染拡大前の令

和元年度の水準までには回復しておらず、健診

受診者が見込みを下回ったことによるものでご

ざいます。 

 今後の方向性は、現行どおり、市による実施

としており、効果的な受診勧奨や医療機関と連

携し、受診率向上に取り組んでまいります。 

 １８９ページをお願いします。 

 上の表、特定保健指導事業でございます。 

 この事業は、特定健診の結果、特定保健指導

対象者となった方へ早期に生活習慣の改善の保

健指導の介入を行い、人工透析などの疾病の発

症及び重症化を予防することを目的とした事業

でございます。 

 決算額は１０２０万円で、特定保健指導委託

料３６６万８０００円、会計年度任用職員（保

健師・管理栄養士）二人の報酬など５３２万円

が主なものでございます。 

 不用額の４０３万８０００円は、コロナの影

響により、対象者からの要望により面談や訪問

を控えたことから、健診結果に基づき実施する

特定保健指導の実施率が予定より下回ったこと

によるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり、市による実施

としておりますが、実施率の向上を目指すとと

もに、保健指導に従事するスタッフのスキルア

ップを図ること等により、効率化、効果的な保

健指導を実施し、メタボリックシンドロームの

改善及び生活習慣病の発症・重症化予防に取り

組んでまいります。 

 その下の財政調整基金事業でございます。 

 この事業は、国民健康保険財政の基盤強化及

び安定運営のため、基金を積み立てることを目

的とした事業でございます。 

 決算額は３億５０００万円で、全額が基金積

立額でございます。 

 今後の方向性は、現行どおり、市による実施

としておりますが、今後、被保険者数の減少に

伴う保険税収入の減が見込まれる中で、適正な

基金の確保を図り、持続可能な国民健康保険事
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業に取り組んでまいります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の主なものについて、令和４年度

八代市特別会計歳入歳出決算書により御説明い

たします。 

 歳入の金額につきましては、１０００円未満

切捨てで説明させていただきます。 

 決算書の１２ページと１３ページをお願いし

ます。 

 まず、第１款・国民健康保険税でございます

が、収入済額は３３億７４３万９０００円でご

ざいます。 

 収入済額の右側の不納欠損額９３４２万２０

００円は、地方税法の規定による滞納処分の停

止が３年間継続したときなど、納税義務が消滅

してしまうものでございます。 

 その右の欄の収入未済額６億８４８０万６０

００円はいわゆる滞納額で、令和４年度中に徴

収できず、次年度に繰り越されて徴収の対象に

なるものでございます。 

 内訳として、目１・一般被保険者国民健康保

険税、目２・退職被保険者等国民健康保険税と

分かれておりますが、退職被保険者とは厚生年

金などの加入者で一定の要件を満たす方が国保

の被保険者となった場合、その方が６５歳にな

るまで医療給付費を社会保険が負担するという

制度でございます。なお、この退職者医療制度

は平成２６年度末で廃止となり、その後は経過

措置がとられているものでございます。 

 また、目１・一般被保険者国民健康保険税の

節１から節３までは現年度課税分で、医療給付

分課税、後期高齢者支援金分課税、介護納付金

分課税からなっております。 

 節４から節６までは滞納繰越分でございま

す。 

 目２の退職者被保険者等国民健康保険税にお

いても同様でございます。 

 なお、備考欄の還付未済額は、保険税額の更

正により還付通知を出しましたが、出納閉鎖期

間中までに受取りがなされていないものでござ

います。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたしま

す。 

 １つ下、款３・県支出金の収入済額は１１６

億９４４２万４０００円でございます。 

 項１・県負担金・補助金、目１・保険給付費

等交付金、節１・普通交付金の収入済額１１３

億１４３５万２０００円は、本市が行った保険

給付費のうち出産育児一時金や葬祭費などを除

く保険給付費を県が交付するものでございま

す。 

 下の行、節２・特別交付金の収入済額３億８

００７万２０００円は、医療費適正化等の取組

に成果を上げた保険者を評価し、成果に応じた

インセンティブとして、国から交付される保険

者努力支援分や市町村の特殊な事情による財政

面の不均衡を調整するために交付される特別調

整交付金などでございます。 

 その下、款４・繰入金の収入済額は１４億３

２６３万３０００円でございますが、ほとんど

が法定内繰入金でございます。 

 内訳のうち、項１・一般会計繰入金、目１・

一般会計繰入金、節１・職員給与費等繰入金の

収入済額１億６７８１万円は、国保事業に要し

ます人件費及び事務費でございます。 

 節２・出産育児繰入金の収入済額２２２５万

円は、出産育児一時金の決算額の３分の２に相

当するものでございます。 

 節３・保険基盤安定繰入金の収入済額９億６

６７８万７０００円は、低所得者数に応じ、保

険料の一定割合を公費――国、県、市で支援す

るとともに、低所得世帯の保険税軽減分を公費

で支援するもので、国県の負担分を一般会計で

受け入れて、市の負担分を加えて繰り入れたも

のでございます。 

 節４・財政安定化支援事業繰入金の収入済額
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２億５８３５万１０００円は、被保険者の保険

税の負担能力が特に不足していること、すなわ

ち加入者の所得が低いことや高齢者が特に多い

ことなど、地域の特性による国保財政の負担の

増加に対する支援分でございます。 

 節５・未就学児均等割保険税繰入金の収入済

額１１４８万３０００円は、全世代型社会保障

改革のこども・子育て支援の拡充として令和４

年度から導入されたもので、当該未就学児に係

る均等割保険料について、その５割を公費で支

援するもので、国、県の負担分を一般会計で受

け入れて、市の負担分を加えて繰り入れたもの

でございます。 

 節６・その他一般会計繰入金の収入済額５９

４万９０００円は、本市が実施するこども医療

費助成事業に係る国保の国庫負担金減額分を一

般会計から繰り入れるものでございます。 

 その下、款５・諸収入の収入済額は８００４

万２０００円でございます。 

 内訳のうち、項１・延滞金加算金及び過料、

目１・一般被保険者延滞金、節１・一般被保険

者延滞金の収入済額１３６３万２０００円は、

保険税が納期限までに納入されない場合に、本

来の税額に加えて遅延した日数に応じた金額を

納付していただくものでございます。 

 １６ページと１７ページをお願いします。 

 項を１つ飛ばしまして、項３・雑入の収入済

額は６６４１万円でございます。 

 その内訳のうち、目１・一般被保険者第三者

納付金、節１・一般被保険者第三者納付金の収

入済額２５１６万７０００円は、被保険者が交

通事故など第３者行為の被害者となった場合

に、治療のため一時的に国保を使用した分を過

失割合などに応じて加害者に請求し、徴収した

ものでございます。 

 目３・一般被保険者返納金、節１・一般被保

険者返納金の収入済額６６４万９０００円は、

被保険者が社会保険に加入した後に、国保の被

保険者証を提示して医療機関を受診した場合な

どに、後日、本市の国保から給付した保険給付

費を返納していただいたものでございます。 

 目を２つ飛ばしまして、目６・国民健康保険

診療報酬等返納金、節１・国民健康保険診療報

酬等返納金３４４９万７０００円は、令和４年

３月に国保連合会の概算請求により支払いを行

った令和４年２月診療分の診療報酬について、

令和４年４月に額が確定し、過大に支払った分

の返還を受けたものでございます。 

 １８ページと１９ページをお願いいたしま

す。 

 款６・繰越金の収入済額６億９０３４万２０

００円は、前年度の本特別会計決算における剰

余金を翌年度へ繰り入れたものでございます。 

 その下、款７・国庫支出金、項１・国庫補助

金、目１・社会保障・税番号制度システム整備

費補助金、節１・社会保障・税番号制度システ

ム整備費補助金の収入済額９３万２０００円

は、マイナ保険証リーフレットの作成を行った

経費を国が全額を補助したものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 これで、議案第８７号・令和４年度八代市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説

明を終わらせていただきます。御審議のほうよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 事業については認定し

たいなと思ってるんですけども、収支の部分

で、４年度は７億２０００万の黒字っていうこ

とですね。赤字のときに３０００円の追加、均

等割の部分ですかね、あったと思うんですけ

ど、このことに対しての考えは今どんな考えを

お持ちでいらっしゃいますか。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） こちらに

つきましては、委員が申しましたとおり、令和
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４年度決算においてですね、７億２０００万円

プラスと、また基金のほう３億５０００万をで

すね、積み立てたというところでございます。

ただ、この部分につきましては、令和２年度の

ときのコロナの部分で医療費とかがですね、減

ってきたところの中で税額が上がったとこです

ね。その分、剰余金が出てきたというところで

はございますが、今のところ、コロナが収束し

てですね、医療費の部分というのが増えてきて

いる状況でございます。また、国保の対象者に

つきましても、社会保険の拡大とかそこら辺で

加入者の部分についてもですね、少なくなって

きているところもございますし、また、高齢

者、６５歳から７５歳の部分につきましてもで

すね、人が増えてきているというところでです

ね、やはり収入が少ない人が多いという形にな

ってきているところもあります。そういう中で

ですね、こちらの国保の税率の部分等々につき

ましては、今年の１１月の２日になんですけど

も、皆さんも御承知かと思いますけれども、八

代市国民健康保険運営協議会というのがござい

ます。その中で委員さんたちと協議をさせてい

ただいてですね、この方向性というものをです

ね、決めさせていただこうと思っているところ

でございます。ですので、まだ今のところです

ね、私たちでですね、そこの部分は国保の運営

協議会の中でいろいろと協議させていただけれ

ばと思っております。 

○委員（大倉裕一君） 運営協議会と議会の重

みてどっちが重みのあっとですか。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） まずです

ね、こちらの運営協議会のですね、規則の中に

ですね、こちらの国民健康法の運営に関する部

分について協議会の中で国民健康保険税に関す

ることとか、一部負担金割合に関する等という

ことで、国民健康保険の運営に関する部分につ

いて、この中でですね、まずは御協議のほうを

させていただくという形になっておりますの

で、そちらのほうで一度協議をさせていただい

た上でまた議会のほうにですね、報告させてい

ただければと思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） 報告をさせていた

だきます。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） 報告をさ

せていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 基金のですね、事業の

今後の方向性のところで、適正な基金の確保と

いうふうにうたってあっとですよね。適正な基

金ってはどれぐらいの金額を見込んでいらっし

ゃるんですか。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） この基金

の部分につきましては、県内の市町村において

も、４５市町村のうち４０市町村がですね、基

金のほうを持っていらっしゃるところでござい

ます。その中で、各おのおのの市町村それぞれ

基金の持ち方というところがありまして、多い

ところではですね――水俣市では基金を１４億

持ってらっしゃいます。上天草市のほうでも３

億３０００万、天草市でも１０億という形で持

っていらっしゃいます。これをですね、一人当

たりの基金という形になってくると、水俣市の

場合は３０万７０００円とかそういうふうにな

ってきますので、そこら辺を見たとき、八代

市、今回３億５０００万ですね、基金のほうを

積み立てたときに、１人当たりにすると３万５

９１８円というところになってきております。

そういうときを考えたときにですね、基金とい

うのはまだまだ１人当たりでしていくとです

ね、ほかの市町村に比べると少ないんじゃなか

ろうかというところがございますので、そこら

辺、他市の基金の状況、また一人当たりの基金

の持ち方とかですね、そこら辺も議論しながら

ですね、基金というのをためていかなくちゃい

けないかなというふうに思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） 質問と答弁がかみ

合わんね。あんまり課長、主観的な話じゃなく
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て、他市事例はいいから、的確に大倉委員の質

問に端的に方向性を話してください。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。具体的な数字というのは持ってないんです

か。適正な確保していきたいということなんで

すか。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） 以前、八

代市は１５億ほどの基金を持ってたかと思いま

すので、私たちのほうもそこら辺をですね、持

てればという形では考えているところではござ

います。 

○委員（大倉裕一君） あとは意見で申し上げ

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） 歳入でですね、滞納

費が１３００万ほどあるっていうことなんです

が、これ結構相談受けるんですよね。会社辞め

て手続を忘れていて、数年経って、遡って徴収

するって、保険料の本体の徴収はよくある、そ

れは必要なんですけど、延滞の税の分がです

ね、かなり大きいというふうなことも言われる

んで、これをどういうふうな形での運営なの

か。滞納費に対して何％ぐらいついてるのかと

かですね、具体的に説明をいただきたいと思う

んですけども。延滞税の比率ということで。 

○委員長（成松由紀夫君） 何の延滞をです

か。 

○委員（橋本徳一郎君） まずは令和４年で大

丈夫です。 

○委員長（成松由紀夫君） 国保のですね。 

○納税課長（加来康弘君） 納税課、加来でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 令和４年度の延滞金の利率については、８.

７％でございます。 

 あと、延滞金の徴収につきましては、基本的

に納期限より遅れられた方で、その税率で計算

して出てきて、１０００円以上になった部分に

ついて徴収するというふうなことになっており

ます。ただ、なかなか納付できない理由の中

に、生活苦であるとか収入が少ないとかいうふ

うな方もおられますので、そういう方につきま

しては、その都度ですね、いろいろ事情あたり

をお聞きした上で、必要であれば減免の措置も

ありますので、そういうふうな手続をとった上

で延滞金を減免する場合もございます。どうし

てもそういうふうな生活苦あたりで延滞金まで

納付するのは厳しいというふうな方については

ですね、その旨申し出ていただければというふ

うに思います。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員（橋本徳一郎君） 私も相談に立ち会っ

て、実際の１回の支払いを過去、減らしてもら

ったという例もあります。ただ、自主的な、と

いうか意図的に納付が遅れたというか、しなか

ったというふうにはある程度しようがないかな

というのがありますけども、具体的にもう少し

早い取組、特にですね、未加入だった方に対し

てはもうちょっと早く個別に電話入れるだとか

そういったことも必要かなというふうなことも

感じたところもありますので、今後の対応もよ

ろしくお願いします。すいません、意見でお願

いします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） １３ページのですね、

不納欠損額９３４２万ですか、ちょっとこちら

のほうは多いのか、少ないのか、今の現状をち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 不納欠損額。誰が

答えますか。挙手。 

○納税課長（加来康弘君） 令和４年度の国民

健康保険税の不納欠損額でございますが、前年

度に比べますと約６０００万円ほど増えている

ところでございます――違うな、約７００万ほ

ど増えているところでございます。 
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 あと、不納欠損額の傾向としましては、ちな

みに１０年前の平成２４年度に比べますと約半

分、それ以下ぐらいに減ってきておりますの

で、去年よりは増加はしておりますが、以前に

比べますと大分減少はしているというふうなこ

とでなっております。ちなみに、５年前が約８

９００万円ほどでございましたので、それと比

べるとそれほど大きな開きはありませんので、

減ってきた後に、大体同じぐらいの近い水準で

今のところ推移しているような感じでございま

す。 

○委員（堀口 晃君） その不納欠損について

ですね、徴収というふうな部分ではどのような

努力を今されているのか、ちょっとお聞かせい

ただきたいと思いますが。 

○納税課長（加来康弘君） 徴収につきまして

は、ただいま納付されない方につきましてはで

すね、基本方針としては滞納処分という形で強

制的な徴収をする場合もございますし、あと、

納付能力が乏しい方、収入が少ないとか、いろ

いろ支出が多いような方もおられますけれど

も、納付能力のない、財産が少ない方につきま

しては緩和措置をとっております。強制的な滞

納処分で徴収する場合につきましては、どうし

ても国民健康保険税が毎月の納期があるもんで

すから、早期に着手しないと滞納額がやはり膨

らんでしまうと非常に納付も厳しくなりますの

で、できる限り早期の滞納処分、財産を調査し

た上でですね、滞納処分をするようにしている

ところでございます。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。 

 １つだけ、確認だけさせていただきたいんで

すけども、この帳簿上、不納欠損額って出ます

けども、実際、債券というふうな形でこれは残

るわけですよね、ずっと。そこはちょっと確認

させていただきたいんですけど。 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手。 

○納税課長（加来康弘君） 先ほど早川課長の

ほうから御説明がありましたとおり、滞納処分

の停止後３年で徴収権の時効を迎えることにな

ります。通常は税は５年でございますが、それ

が早められるというふうなことになります。そ

の期間の間に例えば納付能力が回復された場合

には、その滞納処分停止を解除して、再度納付

されない場合はですね、強制的な徴収を行う場

合もあります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。大丈夫

です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 国保が滞納関係では

短期保険証だったりとか、今でいう資格証明証

だったりとかいうのが出されてると思うんです

けど、それぞれの件数を教えていただけます

か。 

○委員長（成松由紀夫君） ある。大丈夫課長

じゃ分からんと。同じやつ持ってるんじゃない

の。 

○国保ねんきん課主幹兼保険税係長（上野洋平

君） 資格証の件数でございますけれども、令

和４年度でいきますと、資格証の世帯数は１５

１世帯、被保険者数は１６９名で、短期保険証

のほうになりますと、令和４年度世帯数は１０

２１世帯、被保険者数は１７８５人となってお

ります。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 短期保険証に関して

はですね、定期的な面談っていう、納税ってい

うことの目的っていうのは一定の理解はするん

ですけど、その資格証に関してですね、それは

もう病院で１０割医療費を払わないといけない

ということになるので、事実上もう医療を受け

ることが不可能になるかなっていうふうに思う

んですね。この資格証についてはもうぜひとも

発行は取りやめていただきたいなというふうに
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思います。よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど収支の件で質問

させていただきましたけども、保険税の３００

０円のプラス分ですね、これの主たる目的は、

赤字を解消するための保険税の引上げだったと

いうふうに認識をしてます。それが昨年度クリ

アされて、赤字もなくなったということで、昨

年度も同じようなことを申し上げたというふう

に思います。昨年はもう少なくとも基金積立て

をということで意見を述べさせていただきまし

た。２年続けてですね、７億ぐらいの黒字が出

てると、理由としても新型コロナのですね、関

係があってインフルエンザ等が流行しなったと

いうのは背景にあるかもしれません。先ほども

あってたように、今インフルエンザが流行って

きててというようなこともありましたけど、主

たる目的が一旦クリアされたんですので、赤字

がクリアされたので、３０００円分をやっぱり

私はゼロベースに戻して、そして保険税を考え

ていくべきではないかなというふうに思いま

す。それが国保に加入されている方へのです

ね、行政としての責任じゃないかなというふう

に思ってますので、その点を踏まえて、今度の

運営協議会にですね、提案をしていただきたい

というふうに思います。よろしくお願いをして

おきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 運営協議会は運営

協議会、議会答弁は議会答弁ということで、課

長、しっかり把握しておいてください。 

 ほかにございませんか。 

○納税課長（加来康弘君） 先ほど説明させて

いただきました不納欠損のところの金額でござ

いますが、昨年との比較において７０００万ほ

ど増加したというふうな説明は一桁間違ってお

りまして、７００万でございました。失礼しま

した。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８７号・令和４年度八代市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算については、これを認

定にするに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２４分 本会） 

◎議案第８８号・令和４年度八代市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８８号・令和４年度八代市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、健

康福祉部から説明を願います。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） 国保ねん

きん課の早川でございます。引き続き、よろし

くお願いいたします。 

 着座にて説明のほうをさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（早川孝幸君） それで

は、議案第８８号・令和４年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について御説明申

し上げます。 

 歳入につきましては、令和４年度八代市特別

会計歳入歳出決算書、歳出につきましては、令
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和４年度における主要な施策の成果に関する調

書（その２）にて御説明いたします。 

 それでは、調書（その２）の１９０ページを

お願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計の令和４年度決算の

概略について説明させていただきます。 

 まず、表の右側、歳出の主なものを御説明い

たします。 

 第１款・総務費の決算額８６７４万８０００

円のうち（１）一般管理費の決算額７９１０万

円は、広域連合への派遣職員２名を含む職員の

人件費や事務費でございます。 

 その下の（２）徴収費の決算額７６４万８０

００円は、保険料の徴収業務に要する経費でご

ざいます。 

 第２款・後期高齢者医療広域連合納付金の決

算額１９億７６４８万円は、本市から熊本県後

期高齢者医療広域連合へ納付するお金で、歳出

の約９４％を占めております。内訳といたしま

して、（１）被保険者保険料納付金１４億３２

１万５０００円は、被保険者から徴収した保険

料を広域連合へ納付するものでございます。 

 その下の（２）保険基盤安定分担金５億７３

２６万５０００円は、保険料を軽減することに

より生じる財源不足を公費で補うもので、一般

会計で受け入れた県負担分に市負担分を合わ

せ、本特別会計を経由して、広域連合へ納付す

るものでございます。 

 第３款・保健事業費の決算額２９５９万５０

００円は、後期高齢者の健診、歯科口腔健診の

委託料、はり・きゅうなど施設利用券及び高齢

者の保健事業と介護予防の一体的実施の健康保

持増進事業に要する経費でございます。 

 続きまして、表の左、歳入をお願いします。 

 第１款・後期高齢者医療保険料の決算額１４

億６３４万８０００円は、被保険者から負担い

ただいた保険料で、歳入の約６６％を占めてお

ります。 

 １つ飛ばしまして、第３款・繰入金の決算額

６億４９６３万８０００円の内訳としまして、

（１）事務費繰入金の決算額７６３７万３００

０円は、後期高齢者医療の事業に要します人件

費及び事務費分でございます。 

 その下の（２）保険基盤安定繰入金の決算額

５億７３２６万５０００円は歳出の保険基盤安

定負担金と同額で、保険料軽減分を県、市の公

費で補填する分を一般会計から繰り入れるもの

で、法定内繰入分でございます。 

 第４款・繰越金の決算額３８１４万５０００

円は、出納整理期間中に収納した令和３年度の

保険料で、令和３年度の実質収支額と同額にな

りますが、令和４年度に広域連合へ支出してお

ります。 

 第５款・諸収入の決算額３３５１万２０００

円の内訳で、（４）受託事業収入の決算額３１

６３万６０００円は、健診事業及び高齢者の保

健事業と介護予防の一体的実施事業に係る費用

を後期高齢者医療広域連合が負担した分でござ

います。 

 この表、左の歳入合計の決算額（Ａ）は２１

億３５９５万４０００円で、右の歳出の合計の

決算額（Ｂ）は２０億９４３３万５０００円で

ございます。その下にあります歳入歳出差引額

（Ａ）引く（Ｂ）は４１６１万９０００円でご

ざいます。 

 翌年度へ繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支額も同額でございます。 

 なお、この実質収支額分は、出納整理期間中

に収納した令和４年度分の保険料収納分でござ

いまして、令和５年度に広域連合に支払いを行

う予定でございます。 

 それでは、歳出の主な事業について個別に御

説明をさせていただきます。 

 １９１ページをお願いします。 

 上の表、被保険者保険料納付金事業でござい

ます。 
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 この事業は、被保険者から徴収した保険料を

熊本県後期高齢者医療広域連合に納付するもの

でございます。 

 決算額は１４億３２１万４０００円で、その

内訳は、特別徴収分８億８５７８万６０００

円、普通徴収分４億７４８６万９０００円、枠

内の一番下にあります令和３年度出納整理期間

収納分３８１４万５０００円が主なものでござ

います。 

 後期高齢者である被保険者数の増加や保険料

の見直しなどにより、納付金額は年々増加して

いるところであります。 

 今後の方向性でございますが、この事業は法

令に基づく義務的な事業であるため、市による

実施、現行どおりといたしております。 

 次に、下の表、健康保持増進事業でございま

す。 

 この事業は、被保険者に年１５回を上限に、

１回当たり１０００円を助成するはり・きゅう

など施設利用券の交付及び広域連合からの委託

事業である高齢者健診、歯科口腔健診を行うも

のでございます。 

 決算額２６８３万７０００円は、はり・きゅ

うなど施設利用助成が６１６万３０００円、後

期高齢者医療健康診査の業務委託に係る２００

７万７０００円、後期高齢者歯科口腔健康審査

委託に係る３０万６０００円が主なものでござ

います。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。はり・きゅう助成

はほぼ横ばいで推移しており、今後も継続して

実施していきます。 

 高齢者の健診については、今後も受診率向上

を図るとともに、医療、保健、介護の関係課が

連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

事業実施を推進してまいります。 

 １９２ページをお願いします。 

 上の表、高齢者の保健事業と介護予防の一体

的事業でございます。 

 この事業は、高齢者の保健事業と介護予防を

一体的に展開することにより、後期高齢者一人

一人に対し、介護・フレイル予防に取り組むこ

とにより、生活習慣病などの発症や生活機能の

低下などを防止することで、後期高齢者の健康

の保持増進を図るものでございます。 

 決算額２７５万７０００円で、委託料２６９

万１０００円が主なものでございます。 

 令和４年度は事業初年度であり、市内６圏域

中２圏域で実施しました。今後の方向性としま

しては、市による実施、規模拡充とし、令和５

年度は市内全域で実施をしているところでござ

います。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の主なものについて、令和４年度

八代市特別会計歳入歳出決算書により御説明を

いたします。 

 決算書の３８ページと３９ページをお願いし

ます。金額は１０００円未満切捨てで説明させ

ていただきます。 

 まず、款１・後期高齢者医療保険料の収入済

額は１４億６３４万７０００円でございます。 

 収入済額の右側の不納欠損額１８０万円は、

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づ

き、不納欠損処分されているものでございま

す。 

 その右の欄の収入未済額１３１９万円はいわ

ゆる滞納額で、令和４年度中に徴収できず、次

年度に繰り越されて徴収の対象になるものでご

ざいます。 

 内訳のうち、項１・後期高齢者医療保険料、

目１・特別徴収保険料、節１・現年度分の収入

済額８億８６１６万１０００円は、年金からの

天引きにより収納したものでございます。 

 また、目２・普通徴収保険料の収入済額５億

２０１８万５０００円は、納付書や口座振替に

より収納したもので、その内訳は、節１・現年
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度分の収入済額５億１６１０万５０００円、滞

納繰越分の収入済額４０７万９０００円でござ

います。 

 次に、１つ飛ばしまして、款３・繰入金、項

１・一般会計繰入金の収入済額は６億４９６３

万７０００円でございます。 

 内訳は、目１・事務費繰入金、節１・事務費

繰入金の収入済額７６３７万２０００円は、人

件費や各業務に必要な事務経費分を一般会計か

ら繰り入れたものでございます。 

 また、目２・保険基盤安定繰入金、節１・保

険基盤安定繰入金の収入済額５億７３２６万５

０００円は、保険料軽減分を公費で補填するた

めの保険基盤安定分担金の財源として、県が４

分の３、市が４分の１を負担することになって

おりますが、県の負担分を一般会計で受け入れ

て、市の負担分を合わせたものをこの特別会計

へ繰り入れたものでございます。 

 次に、款４・繰越金の収入済額は３８１４万

５０００円でございます。この繰越金は令和４

年４月から５月の出納整理期間中に収納した令

和３年度の保険料で、保険料納付金として広域

連合に支出したものでございます。 

 次に、款５・諸収入の収入済額は３３５１万

２０００円でございます。 

 その主な内訳でございますが、４０ページ、

４１ページをお願いいたします。 

 項４・受託事業収入、目１・後期高齢者医療

広域連合受託事業収入、節１・健康事業収入の

収入済額２２５６万５０００円は、本市で実施

しました高齢者健診に係る費用を広域連合が負

担したものでございます。 

 また、節２・委託金の収入済額９０７万は、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に係

る委託金でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 これで議案第８８号・令和４年八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算についての説明

を終わらせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 介護保険ということ

で、一般会計にも少し関係するとは思うんです

が、介護保険推進部署がかなり減ってきてい

て。（｢後期高齢です」と呼ぶ者あり） 

 失礼しました。 

○委員長（成松由紀夫君）ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８８号・令和４年度八代市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算については、これを

認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後３時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４３分 本会） 

◎議案第８９号・令和４年度八代市介護保険特

別会計歳入歳出決算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８９号・令和４年度八代市介護

保険特別会計歳入歳出決算について、健康福祉

部から説明を願います。 

○介護保険課長（草西亮介君） 皆様こんにち

は。介護保険課の草西と申します。どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

 それでは失礼して、着座にて説明をさせてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○介護保険課長（草西亮介君） それでは、議

案第８９号・令和４年度八代市介護保険特別会

計歳入歳出決算につきましては、令和４年度に

おける主要な施策の成果に関する調書（その

２）と、八代市特別会計歳入歳出決算書を用い

まして御説明いたしますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず、主要な施策の成果に関する調書（その

２）の１９３ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計の全体像について御説明を

いたします。 

 歳出は表の右側のとおり、科目の１・総務

費、２・保険給付費、３・地域支援事業費など

に分かれております。このうち、第１款・総務

費の決算額３億６８０万９０００円は職員３２

名分の人件費及び事務費、介護保険料の賦課徴

収経費、要介護認定の審査や調査に係る経費な

どでございます。 

 第２款・保険給付費の決算額１３５億６６０

３万７０００円は、介護保険サービスに係る自

己負担部分を除いた保険給付の総額でございま

す。 

 第３款・地域支援事業費の決算額４億７９０

５万１０００円は、市町村が実施する介護予

防・日常生活支援総合事業や地域包括支援セン

ターの委託料などが主なものでございます。 

 第４款・基金積立金の決算額４万１０００円

は、介護給付費準備基金の定期預金利子を同基

金に積み立てたものでございます。 

 第５款・諸支出金の決算額３５９４万５００

０円は、令和３年度に概算交付を受けた国県支

出金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金が

主なものでございます。 

 次に、表の左側、歳入でございます。 

 介護保険制度では、人件費や一般的な事務費

などは全額を一般会計繰入金で対応し、それ以

外の介護保険事業につきましては、基本的に２

分の１を保険料で、２分の１を公費で負担いた

します。 

 保険料に占める６５歳以上の第１号被保険者

の保険料の割合は２３％、４０歳以上６５歳未

満の第２号被保険者の保険料の割合は２７％と

なっております。 

 公費につきましては事業ごとに割合が決めら

れておりますけれども、大まかに申し上げます

と、国が２５％、県が１２.５％、市の負担が

１２.５％でございます。このうち、市の負担

分は一般会計繰入金でございます。 

 令和４年度の介護保険特別会計の決算額につ

きましては、表の下の合計にありますように、

歳入総額１６１億５７７７万７０００円、歳出

総額１４３億８７８８万３０００円となってお

り、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１７億

６９８９万４０００円でございます。 

 それでは、歳出の主な事業について説明をさ

せていただきます。 

 １９５ページをお願いいたします。 

 まず、下の表の介護保険認定調査事業でござ

います。 

 この事業は、要介護認定申請者の要介護度を

決定するために、認定調査員による訪問調査及

び主治医に対して意見書の作成依頼を行うもの

で、調査員の人件費、主治医意見書作成料が主

なものでございます。 

 決算額は８７６９万１０００円で、不用額の

２５８６万９０００円につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症による臨時的な措置とし

て、認定有効期間を延長する対応を行ったこと

により、主治医意見書の作成依頼件数が減少し

たことによる影響が主な理由でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も高齢化の進行から要介護認
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定申請件数の増加が見込まれますことから、適

切な認定作業を行い、利用者が円滑にサービス

を利用できるようにしたいと考えております。 

 次に、１９６ページをお願いいたします。 

 上の表の居宅介護サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方がその

居宅において日常生活上必要な介護を受ける訪

問サービスや自宅から事業所等に通い、機能訓

練等を受ける通所サービス等のサービスを受け

たときに事業者へ給付するものでございます。 

 決算額は５５億７１７５万４０００円で、不

用額の５億５３６０万９０００円につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

サービス事業所の休業や利用者の利用控えなど

で、サービスの利用が当初の見込みを下回った

ことが主な理由でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後も法令に基づき、

適切な制度運営に努めてまいります。 

 下の表の施設介護サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方が、特

別養護老人ホームや老人保健施設、長期療養が

必要な方が利用できる介護医療院などの介護保

険施設に入所しサービスを受けたときに、事業

者へ給付するものでございます。 

 決算額は３８億１５５７万１０００円で、昨

年度並みとなっております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後も法令に基づき、

適切な制度運営に努めてまいります。 

 次に、１９７ページをお願いいたします。 

 上の表、居宅介護サービス計画給付事業でご

ざいます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方が、居

宅において介護支援専門員（ケアマネジャー）

さんが作成した介護サービス計画（ケアプラ

ン）に基づく介護保険サービスを利用した場合

に、プラン作成料の全額を居宅介護支援事業者

へ給付するものでございます。 

 決算額は６億５４２３万９０００円で、令和

３年度はやや増加をしておりましたけれども、

令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響

による事業所の休業や利用者の利用控えなどに

より減少しております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後も法令に基づき、

適切な制度運営に努めてまいります。 

 下の表の地域密着型サービス給付事業でござ

います。 

 この事業は、地域密着型サービスの利用があ

った場合に、事業者へ給付するものでございま

す。 

 この地域密着型サービスとは、事業者が所在

する市町村に居住する方が利用できるサービス

で、市町村が事業者の指定及び指導監督の権限

を持ちます。 

 サービスの種類といたしましては、定員が２

９人以下の特別養護老人ホームや認知症対応型

のデイサービスやグループホーム、訪問・通

所・泊まりの多機能を有する小規模多機能型居

宅介護などがございます。 

 決算額は２４億６６３９万２０００円で、不

用額の５４３０万８０００円につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響によるサービ

ス事業所の休業や利用者の利用控えなどにより

サービスの利用が当初の見込みを下回ったこと

が主な理由でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後も法令に基づき、

適切な制度運営に努めてまいります。 

 次に、１９８ページをお願いいたします。 

 上の表の介護予防サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要支援認定１・２の方が自立し
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た生活ができるようにするための通所リハビリ

テーションや福祉用具貸与などの介護予防サー

ビスを利用した場合、事業者へ給付するもので

ございます。 

 決算額は２億１０万５０００円で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による事業所の休業や

利用者の利用控えなどにより、減少しておりま

す。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしており、今後も法令に基づ

き、適切な制度運営に努めてまいります。 

 下の表の高額介護サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方の介護

サービス利用に係る自己負担額が過大にならな

いよう、世帯の課税状況等に応じた一月の自己

負担の限度額を超えた分を利用者に給付するも

のでございます。 

 決算額は３億１４０１万７０００円で、居宅

介護サービス給付事業等の給付額が減少したこ

とに伴い、昨年度よりやや減少しております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後も法令に基づき、

適切な制度運営に努めてまいります。 

 次に、１９９ページをお願いいたします。 

 上の表の特定入所者介護サービス給付事業で

ございます。 

 この事業は、介護保険施設を利用した場合の

食費と居住費に係る給付でございます。 

 通常、食費と居住費は保険対象外となり、全

額自己負担となりますが、低所得者については

負担軽減のため上限が設けられており、その差

額を施設に保険給付するものでございます。 

 決算額は４億１０２６万６０００円で、不用

額の１６０３万４０００円につきましては、新

型コロナウイルス感染症の影響による利用控え

などにより、短期入所サービスの利用者数が減

少したことなどが主な理由でございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしており、今後も法令に基づ

き、適切な制度運営に努めてまいります。 

 下の表の通所型サービス事業でございます。 

 この事業は、地域支援事業の介護予防・日常

生活支援総合事業のサービスの一つで、要支援

者等を対象に、介護予防を目的として、自宅か

ら施設に通い、入浴・排せつ・食事等の日常生

活上の支援及び機能訓練等を行うものでござい

ます。 

 決算額は２億４７１万２０００円で、不用額

の１４２５万８０００円は、新型コロナウイル

ス感染症の影響による利用控えや事業所数の減

少などもあり、サービスの利用が当初の見込み

を下回ったことが大きな理由でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。今後、後期高齢者

の増加に伴い、虚弱高齢者の増加も見込まれま

すことから、状態の維持、悪化の防止を図る多

様なサービスを充実するとともに、効果的な介

護予防に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、２００ページをお願いいたします。 

 上の表の地域包括支援センター運営委託事業

でございます。 

 この事業は、高齢者の暮らしを地域でサポー

トするための拠点であり、介護保険法に設置が

義務づけられている地域包括支援センターにつ

きまして、６つの圏域に分けて、その運営を社

会福祉法人等に委託しております。 

 決算額は１億３９９３万８０００円で、委託

料１億３７８８万円が主なものでございまし

て、１法人当たりの委託料は２２９８万円でご

ざいます。 

 また、このほかにも、坂本・泉地区には、山

間地域で身近な相談窓口としてあんしん相談セ

ンターを２か所設置し、２つの社会福祉法人に

運営を委託しております。 
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 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、高齢化に伴う要介護・

要支援者の増加が見込まれますことから、今後

も地域包括支援センターの専門職員等が十分な

活動を行えるような体制を整備していきたいと

考えております。 

 歳出の御説明は以上でございます。 

 次に、歳入の主なものにつきまして、令和４

年度八代市特別会計歳入歳出決算書で御説明を

いたします。 

 決算書の５４、５５ページをお願いいたしま

す。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料の収入済額は２９億１７６

０万７０００円でございます。このうち、節

１・現年度分特別徴収保険料の２６億７４７８

万３０００円は、年金からの天引きにより納付

されたものでございます。 

 節２・現年度分普通徴収保険料の２億３１４

４万５０００円は、納付書や口座振替で納付さ

れたもので、普通徴収保険料の収納率は９２.

８％、収入未済額は１８０３万７０００円でご

ざいます。なお、特別徴収と普通徴収を合わせ

た現年度分の収納率は９９.４％となっており

ます。 

 次に、節３・滞納繰越分保険料では介護保険

法に基づく不納欠損を行っており、不納欠損額

１２５８万４０００円となっております。 

 ２つ飛びまして、款４・支払基金交付金３７

億２４３８万５０００円は、社会保険診療報酬

支払基金を通じて交付される第２号被保険者、

すなわち４０歳から６５歳未満の方の保険料に

相当するものでございます。 

 次に、款５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金２６億４６０８万

１０００円は、介護給付費に対する国の負担分

で、負担割合は、施設分が１５％、居宅などそ

の他の介護分が２０％でございます。 

 項２・国庫補助金、目１・調整交付金１１億

４３７７万２０００円は、７５歳以上の後期高

齢者割合や６５歳以上の高齢者の所得状況な

ど、市町村の格差による介護保険財政の不均衡

を是正するために交付されるものでございま

す。 

 次に、５６、５７ページをお願いいたしま

す。 

 款６・県支出金、項１・県負担金、目１・介

護給付費負担金１９億３１８１万３０００円

は、介護給付費に対する都道府県の負担分で、

負担割合は、施設分が１７.５％、居宅などそ

の他の介護分が１２.５％でございます。 

 １つ飛びまして、款８・繰入金、項１・一般

会計繰入金、目１・一般会計繰入金２３億３２

０１万７０００円は、一般会計からの法定内繰

入金でございます。 

 繰入金の主な内訳を御説明いたしますと、節

１・介護給付費繰入金１６億９４８３万円は、

介護保険法に基づく市町村の負担分のうち介護

保険給付費に対するもので、負担割合が１２.

５％でございます。 

 ５８、５９ページをお願いいたします。 

 節４・低所得者保険料軽減負担金２億５９７

２万８０００円は、第１号被保険者保険料の低

所得者軽減強化により減収となった第１号被保

険者保険料相当分に対する繰入金でございま

す。 

 節５・その他一般会計繰入金３億５１５万２

０００円は、備考欄にありますように、主に要

介護認定等に係る事務費分と職員３２名分の人

件費の全額を繰り入れるものでございます。 

 節９・繰越金１２億９３０万６０００円は、

令和３年度からの繰越金でございます。 

 次の款１０・諸収入には収入未済額１２７万

円がございまして、その主なものは、高額医療

合算介護サービス返還金１２１万８０００円で

ございます。 
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 後に、主な流用額につきまして御説明いた

します。 

 決算書６４、６５ページをお願いいたしま

す。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

１・介護サービス給付費、節１８・負担金補助

及び交付金から、同じ款・項の目５・高額医療

合算介護サービス費、節１８・負担金補助及び

交付金へ７９５万７０００円を流用しておりま

す。これは、高額医療合算介護サービス給付事

業におきまして、給付額が当初の見込額を上回

りましたことから、居宅介護サービス給付事業

から流用したものでございます。 

 以上で、議案第８９号・令和４年度八代市介

護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせてい

ただきます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほどは失礼しまし

た。 

 地域の介護サービスを行っている特に居宅サ

ービスとかケアマネジャーの単独事業所なんか

はかなり新型コロナで閉鎖されたっていうこと

を聞いてるんですけども、そのサービスの行き

渡り方というのは十分にされているのかどうか

というのをお聞きしたいんですけども、令和４

年度について。 

○介護保険課長（草西亮介君） 委員がおっし

ゃられたように、新型コロナウイルスが昨年度

の夏多くなりまして、給付額も非常に大きく下

がっております。去年の夏ぐらいから大きく落

ち込んでいまして、サービスのほうも十分に行

き渡っているかというということでございます

けれども、ちょっとそこら辺の状況は詳しくは

うちのほうでもまだ把握はできてないところで

ございますので、申し訳ございませんが、今後

調べたいと思います。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。ちょ

っと調査は必要だと思いますので、ぜひお願い

します。 

○委員長（成松由紀夫君） 執行部、その辺分

かる範囲でいいですから、また報告してくださ

い。把握してないじゃ困る。 

○介護保険課長（草西亮介君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本隆一君） ちょっと確認だけです

けど、１９７ページの地域密着型サービスの概

要のところなんですが、利用に関して要介護１

から５の方の利用ってなっていると思うんです

が、入所型の場合は要介護３から５だったです

よね。 

○介護保険課長（草西亮介君） そうですね。 

○委員（橋本隆一君） これ、ずっと読むと、

何か要介護１から５が利用できるんかなあって

思い込んでしまったものですから。 

○委員長（成松由紀夫君） 決算となるべく関

係のある質疑をお願いいたしますが、執行部答

弁できますか。 

○介護保険課主幹兼介護給付係長（中尾賢太

君） 介護保険課の中尾と申します。よろしく

お願いします。 

 ただいま委員御質問の地域密着型サービス給

付事業の要介護１から５というふうに記述があ

る部分についてでございますけれども、おっし

ゃられた要介護３から５を対象とするサービス

につきましては、この地域密着型サービス給付

事業の中にございます地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（小規模特養）の特別養護

老人ホームというふうに整理される事業でござ

いまして、地域密着型サービス給付事業そのも

のについてはですね、要介護１から５を対象と

する事業もございますので、このような形で記

述しております。 
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 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本隆一君） 分かりました。理解で

きました。すみません。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 施設介護サービス給付

事業に関連してですけども、この特養と老健の

部分ですけど、待機者とかいらっしゃらないん

ですかね。希望しているけどなかなか入れな

い、そういった部分というのは何か情報として

聞いていらっしゃいませんか。 

○介護保険課主幹兼介護給付係長（中尾賢太

君） ただいま御質問の地域密着型介護――特

別養護老人ホームであったり介護老人保健施設

であったりの待機者ということでございますけ

れども、特別養護老人ホームにつきましては、

今年度ですね、市のほうで待機者について調査

を行ったところでございまして、自宅において

特別養護老人ホームの入所待ちとなっていらっ

しゃる方につきましては約１００名ほどという

ことで、施設からの待機者の状況の集計で出て

おります。 

 介護老人保健施設につきましては、申し訳ご

ざいません、こちらは調査を行っておりません

ので、後日こちらのほうにつきましても調査等

を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。特養で１００名、待機者がいらっしゃると

いうことですけど、やはりその１００名の方々

が入居がかなうような体制づくりというのが必

要じゃないかなというふうに思うんですけど、

その辺りは市としてどういうふうな考えでいら

っしゃるんですか。 

○介護保険課長（草西亮介君） 待機者のほう

の対応ということでですね、今後、施設整備に

つきまして、介護保険事業計画を次期の部分を

今、策定を途中の段階でございますけれども、

まだそこの方針というか、整備計画上で今後、

その辺も含めまして、あと高齢者の人口の推移

等を考えてから、今つくると、後またどんどん

人が少なくなっていくという中で、そこを見極

めながら考えてまいりたいと思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。あり

ませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今の特養と老健のとこ

ろですけど、今、検討されているということで

ありましたけれども、やはり必要なサービスを

受けられるようなですね、体制をきちんとつく

っていただきたいというふうに思います。もち

ろんその中には将来的な構想という部分も必要

になってくると思うんですが、よりよい生活環

境といいますか、希望がかなうようなですね、

介護保険制度であってほしいと思いますので、

よろしくお願いしておきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） ちょっとお答えがな

かったんですけども、介護事業がなかなかもう

介護保険自体も報酬が少ないというのもありま

すし、事業がですね、継続できないというよう

な状況も結構出てきているかなというふうに思

いますので、これから高齢化社会、もうどんど

ん高齢化率高くなっていますから、サービスを

ですね、きちんと提供できるような体制も目配

りしながらしていただきたいなと思います。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８９号・令和４年度八代市介護保険特

別会計歳入歳出決算については、これを認定す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は認定することに決しました。 

 執行部入替わりのため、小会いたします。 

（午後４時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１０分 本会） 

◎議案第９３号・令和４年度八代市診療所特別

会計歳入歳出決算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９３号・令和４年度八代市診療

所特別会計歳入歳出決算について、健康福祉部

から説明願います。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 皆

様こんにちは。健康福祉政策課、石本でござい

ます。恐れ入りますが、着座にて説明をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 失

礼します。 

 それでは、議案第９３号・令和４年度八代市

診療所特別会計歳入歳出決算につきまして御説

明いたします。 

 診療所特別会計は、泉地域の五家荘地区にあ

ります椎原診療所、下岳地区にあります下岳診

療所、柿迫地区にあります泉歯科診療所の３つ

の僻地診療所の運営管理に係る事業でございま

す。 

 それではまず、決算状況について御説明いた

します。 

 令和４年度における主要な施策の成果に関す

る調書（その２）の２０７ページをお願いいた

します。 

 表の下から４行目の合計欄を御覧ください。 

 まず右側の歳出の合計ですが、予算額７１９

５万４０００円に対しまして、決算額は６８７

９万３０００円でございます。予算額に対する

執行率は９５.６％となっております。 

 次に、左側の歳入の合計でございますが、診

療所特別会計は、歳出から事業収入や補助金収

入などを差し引き、不足する部分を一般会計か

らの繰入金で賄っておりますので、予算額・決

算額ともに歳出額と同額で、歳入歳出差引額は

ゼロ円となります。 

 なお、翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せんので、実質収支額もゼロ円となっておりま

す。 

 次に、内容につきまして御説明いたします。 

 歳入につきましては、令和４年度八代市特別

会計歳入歳出決算書にて、歳出につきまして

は、令和４年度における主要な施策の成果に関

する調書（その２）にてそれぞれ御説明いたし

ます。 

 まず、歳出でございます。 

 次の２０８ページをお願いいたします。 

 上段の診療所一般管理事業は３つの僻地診療

所を運営する事業で、決算額は４９７５万７０

００円でございます。 

 主要な施策の概要のうち主なものは、椎原診

療所の会計年度任用職員の看護師２名に係る給

与等に４８０万９０００円、同じく共済費とし

て１０３万６０００円、光熱水費１２２万６０

００円、委託料として、令和４年度から椎原診

療所の医師派遣について、自治医科大卒医師の

派遣がかなわなかったことから、八代北部地域

医療センター、熊本総合病院、熊本労災病院、

熊本整形外科病院の４病院との出向契約による

医師派遣及び医師の送迎費用、また患者送迎の

委託費などとして３７２９万９０００円、使用

料及び賃借料として医療事務システムリース
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料、下岳診療所駐車場使用料１０８万８０００

円などがございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。今後も、地域住民

に適切な医療を提供するため、引き続き、県に

対して自治医科大卒医師の派遣を要請するとと

もに、必要な看護師等の配置、医療機器の更新

等を適宜進めてまいります。 

 次に、下段の診療所医療事業につきまして

は、診療に際して、症状・原因等の的確な把握

のために行う血液検査の検査機関への委託や治

療に使用する医薬品、医薬材料の購入及び義歯

の製作・加工等の委託を行うもので、決算額は

１７３０万１０００円でございます。 

 主要な施策の概要のうち主なものは、医薬品

の購入費１５８２万６０００円、血液検査等に

必要な医薬材料の購入費６２万７０００円でご

ざいます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、今後も適切な検査や必要な医

薬品等が提供できるよう、体制を確保してまい

ります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。歳

入につきましては、決算書にて御説明いたしま

す。 

 決算書の１２０、１２１ページをお願いいた

します。 

 １２１ページの中ほどにあります収入済額欄

の内容について御説明いたします。 

 まず、左側、１２０ページの表の一番上、款

１・診療所事業収入、項１・診療収入、目１・

保険収入、１２１ページに移りまして、節１・

保険診療報酬は２０７０万４０００円でござい

ます。これは、各診療所で行いました保険診療

に対して支払われる診療報酬でございます。 

 それぞれの診療所分の内訳は、右の備考の欄

にありますように、椎原診療所が１０３９万６

０００円、下岳診療所が１０１２万８０００

円、歯科診療所が１７万９０００円でございま

す。 

 目２、節１・一部負担金収入３６９万４００

０円は、受診者が窓口で支払う自己負担金でご

ざいます。 

 目３、節１・その他診療収入９１万５０００

円は、新型コロナウイルスやインフルエンザ等

の予防接種による収入でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１・使用

料、目１、節１・診療所使用料１３万５０００

円は、下岳診療所の医師住宅の使用料等でござ

います。 

 項２・手数料、目１、節１・診療所手数料３

６万２０００円は、介護保険に係る主治医意見

書料等でございます。 

 款３・県支出金、項１・県補助金、目１・へ

き地診療所県補助金、節１・へき地診療所運営

費補助金１７８９万６０００円は、３つの僻地

診療所の補助率３分の２の運営費補助金でござ

います。 

 節２・へき地患者輸送車運行支援事業補助金

３８万２０００円は、椎原診療所の患者送迎の

経費に対する補助率２分の１の補助金でござい

ます。 

 款４・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金の収入済額２４６７万８０００円は、一

般会計からの財源補填のための繰入金でござい

ます。 

 款５・繰越金、１２４、１２５ページに入り

まして、繰越金はございません。 

 款６・諸収入、項１、目１・雑入、節１・売

上収入４０００円は、椎原診療所に設置してお

ります太陽光発電の余剰電気の売上収入でござ

います。 

 節２・雑入１万９０００円は、椎原診療所で

雇用している会計年度任用職員の雇用保険料で

ございます。 
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 以上、収入済額の合計は６８７９万２０００

円でございます。 

 以上で、令和４年度八代市診療所特別会計歳

入歳出決算についての御説明とさせていただき

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） すいません、診療所使

用料で住宅使用料が入ってきているんですけ

ど、これどういった使用料になるんですか。 

○泉支所地域振興課長補佐兼市民福祉係長（川

部幸博君） 失礼します。委員お尋ねの住宅使

用料につきまして御説明いたします。 

 こちらのほうは下岳診療所に併設しておりま

す医師が休憩する建物がありますので、そちら

のほうを医師が使用するに当たり、負担してい

ただいている料金でございます。 

○委員（大倉裕一君） ということは、輪番で

持っていただいています熊本総合病院、熊本労

災病院と八代北部地域医療センターと熊本の病

院さんですかね、４社でこの１３万２０００円

を負担されているという形になるんでしょう

か。 

○泉支所地域振興課長補佐兼市民福祉係長（川

部幸博君） 失礼します。こちらのほうはです

ね、下岳診療所の住宅使用料になりますので、

こちらのほうは負担金をいただいているところ

です。現在、下岳診療所につきましては、泉地

域にあります横田診療所の先生にですね、兼任

していただいておりますので、横田先生のほう

から使用料をいただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 失礼しました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 歳入の予定で保険収

入が２６４１万の予算が決算で２０００万程度

ということになっておりますが、これはもう純

粋に患者さんが減ったということでいいのでし

ょうか。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 今、

橋本委員おっしゃられましたように、患者数の

ほうが予定よりも少なくなったことによる収入

の減というところで御理解いただければと思い

ます。 

○委員（橋本徳一郎君） 患者が減った理由と

いうのが新型コロナもあるかもしれませんけ

ど、実際に住民が減ったとかそういったことも

あり得るのかなと思うんですけど、その辺の認

識と具体的な対策どんな感じかなと思いまし

て。 

○委員長（成松由紀夫君） 対策、できる範

囲、答えられる範囲で。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 今、

委員おっしゃられましたように、背景に人口の

減少があるというのは事実のところであるとい

うふうに認識をしております。こちらの対策と

いうところでいきますとなかなか難しいところ

がございますので、住んでおられる住民の方が

引き続き受診ができるようにですね、体制を維

持していくというところで考えているところで

ございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 
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会計歳入歳出決算については、これを認定する

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は認定することに決しました。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、付託され

ました案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって文教福祉委員会を散会

いたします。 

（午後４時２５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年１０月１３日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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